
令和３年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 
 １項 社会福祉費                            福祉保健課（内線：７１５８） 
   １目 社会福祉総務費                                                 （単位：千円） 

事業名 本年度 前年度 比 較 財  源  内  訳 備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県再犯防止推進事業  
31,432 

 
24,751 

 
6,681 

 
31,141 

 
 

 
 

 
291 

 

トータルコスト 35,393千円（前年度 28,686千円）［正職員：0.5人］ 
主な業務内容 再犯防止推進協議会の運営、支援対象者への支援、広報啓発のための研修会の開催

等 
工程表の政策目標（指標） － 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 
  犯罪をした者等が、適切な福祉支援等を受けることにより、円滑に社会の一員として復帰できるようにすること
で、再び犯罪を行うことを防止し、県民が安全で安心して暮らせる地域づくりを行う。 

２ 主な事業内容 
（１）再犯防止推進協議会の開催（年２回程度）  272千円 
 ア 構成者 鳥取保護観察所、鳥取地方検察庁、各矯正施設等国の関係機関、更生保護等に取り組む民間団体等 
 イ 内 容 相互の情報交換や課題の共有、鳥取県再犯防止推進計画の進捗管理等 
 
（２）鳥取県地域生活定着支援センターの運営  31,141千円 

区分 入口支援 出口支援 

運営主体 一般社団法人とっとり東部権利擁護支援センター（鳥取市富安２丁目104－２） 

職  員 相談支援員４名、事務職員１名 

対象者 起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた
者等のうち、福祉的な支援が必要な者 

刑務所を出所予定であるが帰住先がない
障がい者又は高齢者 

支援内容 １ 被疑者・被告人段階の支援 
・対象者の福祉サービス等に係るニーズ確認 
・更生計画の作成 
・社会復帰後の受入施設等の確保や、直ちに
福祉サービス等を利用できるようにするた
めの体制整備（コーディネート） 

２ 社会復帰後の支援 
・福祉サービス等に係る申請支援等 
・地域生活支援に関するアフターケアなどの
フォローアップ 

・相談支援 
・地域ネットワークの構築（ケース会議、合同
支援会議、連絡会議等の開催） 

・情報発信（地域住民等の理解が得られるよ
う普及啓発のための講演会等の開催） 

１ 刑務所出所前の支援 
・保護観察所の生活環境調整への協力 
・刑務所等出所後の受入施設等の確保や、
福祉サービス等を利用できるようにす
るための体制整備（コーディネート） 

２ 社会復帰後の支援 
・福祉サービス等に係る申請支援等 
・地域生活支援に関するアフターケアな
どのフォローアップ 

・相談支援 
・地域ネットワークの構築（ケース会議、
合同支援会議、連絡会議等の開催） 

・情報発信（地域住民等の理解が得られる
よう普及啓発のための講演会等を開催） 

 
（３）再犯防止推進計画に関する取組  19千円 
 ア 地域の受け皿拡大 障がい者、高齢者の事業所向け説明会の開催及び個別の事業所訪問 
イ 広報啓発 一般県民を対象とした講演会、説明会の開催、県政広報を活用した関係団体の情報発信、学生ボラン

ティアの活用について検討（福祉保健部管理運営費（民生費）の標準事務費で執行） 
 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
・犯罪・非行をした者を適切に福祉的支援へとつなげるとともに、地域社会で孤立しないよう、地域における支援
体制を構築する。また、刑法犯検挙者中の再犯者率を令和４年度末までに20％にする。 
（参考）鳥取県の再犯者率 H29：31.8％ H30：30.8％ R１：28.0％ 

※センターが支援した者の再犯者率（R１年度） 3.0％（１／33人） 
・平成30年４月１日に再犯の防止等に関する法律に基づく「鳥取県再犯防止推進計画」を策定した。 
・平成30年度から法務省のモデル事業により「鳥取県社会生活自立支援センター」を設置（H30.6.1）し、これま
で支援の対象とならなかった起訴猶予者、執行猶予者、罰金・科料を受けた者等のうち、福祉的支援が必要な者
への支援を行っている。 

・令和２年度からは、社会生活自立支援センターを担うとっとり東部権利擁護支援センターが地域生活定着支援セ
ンターの運営も実施することとなり、入口・出口の一体的な支援が可能となった。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

１項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７６７５） 

  12 目 障がい者自立支援事業費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

あいサポート推進事業  
10,462 

 
12,600 

 
△2,138 

 
2,523 

 
 

  
7,939 

 

ト ー タ ル コ ス ト  24,720 千円（前年度 25,979 千円）［正職員：1.8 人］ 
 
主 な 業 務 内 容  

委託契約等業務、他県連携・啓発業務、大使活用業務、企業・団体認定業務、

障害者差別解消法理解・啓発業務、条例普及関係業務 

工程表の政策目標（指標） あいサポート運動の推進（障害者差別解消法の理解促進） 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

平成 29 年９月１日に「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例（愛称）あい

サポート条例」が施行となり、障がいの者の真の自立と社会参加を進めるため、「あいサポート運動を県

民全体で取り組む運動」と位置付けた。 

あいサポート運動の精神にのっとり、障がい者を取り巻く社会的障壁を取り除き、地域社会（共生社

会）の実現に向けた事業に取り組む。 
 
２ 主な事業内容                                 （単位：千円） 

内 容 予算額 

（１）あいサポート運動研修等事業      
    あいサポート運動を広く県民に浸透させるため、県内に広くネットワークを有する

鳥取県社会福祉協議会にあいサポーター研修等事業を委託して実施する。 

7,724 

（２）あいサポート運動の更なる推進事業      

   ・県民等への施策啓発広報及び他県連携の実施 
   ・あいサポート企業・団体認定制度 
   ・あいサポート大使による講演の実施 
   ・障害者週間における啓発、心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスター募集 
      ・障がい者への理解促進公開講座の開催 
     ・バリアフリー観光等を推進する研修会の開催 

1,829 

（３）障害者差別解消法理解促進事業 

    「障害者差別解消支援地域協議会」の開催、事業者等を対象とした研修を実施する。 

609 

（４）障がい者差別解消に向けた相談・支援体制の整備 

      民間事業者が実施する合理的配慮に必要となる経費を補助する。 

（補助率 10/10、補助上限額 30 万円） 

300 

合 計 10,462 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・あいサポーター数 令和６年度：580,000 人 
・あいサポート運動の広がりへの期待も大きい反面、県内における周知についてはまだ不十分な面もあ

り、共生社会の実現に向けより一層の啓発を図っていく。 
・配慮や支援が必要なことを周囲に知らせるための障がい者が身に付ける「ヘルプマーク」を作成、配布

しているが、さらなる周知を図るため配布箇所や配布方法の見直し、普及啓発を推進する。 
（令和２年 11 月末現在：ヘルプマーク 3,110 個を配布。） 

・県内の民間事業者等を対象に、障害者差別解消法の研修会を開催するとともに障害者差別解消支援協
議会を実施し、事例の共有や障がい者差別を解消するための対策を協議している。また、「障害者差別
解消相談支援センター」を県内３か所に設置し、障がいを理由とする差別解消に対応する相談支援体
制を整備しており、より一層の周知を進めていく。 

 ・県内外の方々にあいサポート運動の趣旨に賛同いただき、研修を受講し、あいサポーターとしてあいサ

ポートバッジを身に付けて実践いただいている。 

［令和２年 11 月末現在の状況］ 

  ◯あいサポーター数：555,007 人（うち県内 77,412 人、県外 477,595 人） 

 ※県外のあいサポーター数は、連携してあいサポート運動を実施している７県 14 市６町の合計数 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

 １項 社会福祉費                       障がい福祉課（内線：７２０１） 

  12 目 障がい者自立支援事業費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

失語症者向け意思疎通
支援事業 

 
9,383 

 
3,089 

 
6,294 

 
3,004 

 
 
（負担金） 

3,375 
 

3,004 
 

ト ー タ ル コ ス ト  10,175 千円（前年度 3,876 千円）[正職員：0.1 人] 
主 な 業 務 内 容  団体との調整、契約事務等 
工程表の政策目標（指標） 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

失語症者に対する意思疎通支援を行うため、失語症者向け意思疎通支援者の養成、当該養成に係る指導
者の養成及び意思疎通支援者派遣に向けた体制づくりを実施する。 

 
２ 主な事業内容 
                                        （単位：千円） 

区 分 事 業 内 容 予算額 

失語症者向け意思疎通
支援者養成等事業 

厚生労働省が提示したカリキュラムに基づく研修を実施
し、「失語症者向け意思疎通支援者」の養成等を行う。 

3,109 

指導者養成研修への派
遣 

失語症者向け意思疎通支援者の養成に必要な「指導者」
を養成するため、厚生労働省が実施する指導者養成研修
に候補者２名を派遣する。 

170 

（新）意思疎通支援者派
遣に向けた体制づくり 

意思疎通支援者の派遣に向け、養成した支援者と当事者
の顔合わせ機会の創出や先進地視察を行うとともに、コ
ーディネーターを配置し、研修や顔合わせ機会の調整を
行う。 

6,104 

合 計 9,383 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
 ・失語症に係る県民の理解を広げ、失語症向け意思疎通支援者を着実に養成していくとともに、支援者の

派遣に向けた体制を整えることで、失語症者の社会参加と福祉の増進を図る。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

 １項 社会福祉費                        障がい福祉課（内線：７２０１） 

  12 目 障がい者自立支援事業費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

手話でコミュニケーシ
ョン事業 

 
95,194 

 
90,240 

 
4,954 

 
33,950 

 
 

(負担金) 

19,567 
 

41,677 
 

ト ー タ ル コ ス ト  101,531 千円（前年度 96,536 千円）[正職員：0.8 人] 
主 な 業 務 内 容  団体との調整、契約事務等 
工程表の政策目標（指標） 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進 
事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

平成 25 年 10 月に成立した鳥取県手話言語条例に基づき、手話を普及し、手話を使いやすい環境の整
備を進め、ろう者の社会参加を推進するため、多様な取組を行う。 

２ 主な事業内容 
① 手話の普及                                  （単位：千円） 

区 分 事 業 内 容 予算額 
ミニ手話講座の開催 ２時間/回程度の県民向け手話講座を県内各所で開催 1,660 
手話サークルへの補助 手話サークル活動を推進するための補助金 600 
手話啓発イベントへの補助 鳥取県聴覚障害者協会が主催する手話啓発イベント開催

経費に係る補助金 
800 

聴覚障がい者福祉研修会への補助 聴覚障がい者福祉研修会開催経費に係る補助金 65 
合 計 3,125 

② 手話を使いやすい環境整備事業                        （単位：千円） 
区 分 事 業 内 容 予算額 

遠隔手話通訳サービス・電話リ
レーサービス 

ＩＣＴを活用した遠隔手話通訳サービス及び電話リレー
サービスを実施する。 

12,451 

音声文字変換システム 難聴者のコミュニケーションを支援するため、音声を文
字に変換して表示するシステムを運用する。 

885 

手話通訳士試験受験料の補助 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターが主催する
「手話通訳技能認定試験」の受験料を支援する。 

110 

手話通訳者トレーナー 経験の浅い手話通訳者等のサポートをしながら、現場で
の技術指導を行うとともに、手話通訳者等の手話表現・
通訳技術向上を行う。 

7,039 

手話通訳者設置・派遣 主催者の依頼に基づき、講演会等に手話通訳者を派遣
し、ろう者の情報保障を行う。 

32,109 

手話通訳者養成研修等 手話通訳者養成研修、現任者研修等を実施する。 10,495 
手話通訳者指導者養成研修へ
の派遣 

手話通訳者指導者（候補）を手話通訳者指導者養成研修
に派遣する。 

1,253 

手話通訳者等の頸肩腕障がい
対策 

手話通訳者等の頸肩腕障がい予防のための講習会の開催
及び健康診断を実施する。 

1,605 

鳥取県手話施策推進協議会 鳥取県手話施策推進協議会の委員報酬、旅費 372 
とっとりの手話を創り、守り、
伝える事業への補助 

鳥取の手話を整理して記録し、地域の手話を残す取組を
支援するための補助金 

100 

聴覚障がい者相談員設置事業 圏域に聴覚障がい者相談員を配置し、聴覚障がい者から
の各種相談に対して助言、関係機関との調整等を行う。 

24,125 

手話通訳者等派遣費の補助 障がい者福祉団体がイベント等を開催する際の手話通訳
者・要約筆記者等の派遣に係る経費に対する補助金 

100 

合 計 90,644 
③ コミュニケーション支援事業                         （単位：千円） 

区 分 事 業 内 容 予算額 
障がい者の居場所づくりに対
する支援 

障がい者と地域住民とが交流できるサロンを設置して、
障がい者が孤立化しないよう交流の機会を提供する取組
に対する補助金 

1,000 

難聴者等向けコミュニケーシ
ョン学習会の開催に対する支
援 

難聴者、中途失聴者等を対象に、手話を含むコミュニケ
ーション手段を楽しみながら学ぶ学習会等を開催する取
組に対する補助金 

425 

合 計 1,425 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

・手話施策推進計画に定める目標 
 登録手話通訳者数  令和５年度末 65 人 
 手話講座等受講者数 令和５年度末 2,500 人/年 
・手話の普及、手話を使いやすい環境の整備に関する取組を通じて、手話や聴覚障がいに対する理解が広

がってきており、関係団体等と連携しながら取組を継続していく必要がある。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

 １項 社会福祉費                       障がい福祉課（内線：７２０１） 

  12 目 障がい者自立支援事業費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

視覚障がい者情報支援
事業 

 
62,838 

 
61,077 

 
1,761 

 
31,019 

 
 

 
 

 
31,819 

 

ト ー タ ル コ ス ト  64,422 千円（前年度 62,651 千円）[正職員：0.2 人] 
主 な 業 務 内 容  団体との連絡調整、契約事務、補助金交付事務等 
工程表の政策目標（指標） 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進 
事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

情報の取得・利用、コミュニケーションに困難を抱える視覚障がい者等が、障がいの特性に応じたコミ
ュニケーション手段やその他情報を取得する手段により、円滑に情報を取得し利用できるよう、次のとお
り各種事業を実施する。 

２ 主な事業内容                                （単位：千円） 

区 分 事業内容 予算額 

視覚障がい者支援セン
ター運営事業 

視覚障がい者に対する総合的な相談支援の拠点として設置する
「鳥取県視覚障がい者支援センター」を継続して運営する。ま
た、関係機関・団体との協議の場を設け、全盲、ロービジョン
（弱視）の特性に応じた支援の充実について検討を行う。 

12,874 

点字図書館運営費補助
金 

社会福祉法人鳥取県ライトハウスが設置する点字図書館に対し
て運営費を助成する。 

40,871 

点字・声の広報発行事
業 

県が発行する広報誌や視覚障がい者が必要とする情報の点字・
音声版を作成し、視覚障がい者に提供する。 

2,322 

点字による即時情報ネ
ットワーク事業 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合から配信される最新の新
聞情報等の点字版を作成し、視覚障がい者に提供する。 

1,455 

視覚障がい者情報アク
セス向上事業 

視覚的な情報へのアクセスが困難な視覚障がい者の情報アクセ
シビリティの向上を図るため、パソコンをリサイクルして活用
するとともに、スマートフォンなどの情報媒体の活用に係る講
座を開催する。 

300 

情報アクセス・コミュ
ニケーション研究会 

情報アクセス・コミュニケーションに困難を抱える視覚・聴覚
・盲ろう・音声機能障がい者の意見を県政に反映させるため、
情報アクセス・コミュニケーション研究会を開催する。 

102 

点字資料等作成費補助
事業 

障がい者団体がイベント等を開催する際の点字資料作成に要す
る経費を補助する。 

300 

視覚障がい者情報支援
機器整備事業 

視覚障がい者の情報アクセシビリティ向上を支援する情報支援
機器を整備し、生活訓練等に活用する。 

498 

補助犬育成事業 補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を育成し補助犬を必要とす
る身体障がい者へ貸与する。また、補助犬ユーザーに対して予
防接種代を助成する。 

2,287 

視覚障がい者移動支援
従事者資質向上研修の
旅費支給 

視覚障がい者移動支援事業に従事している者の資質向上研修の
受講者を選定し、受講者へ旅費を支給する。 

199 

視覚障がい者生活訓練
事業 

歩行、家事、点字、福祉機器・社会資源の活用方法、家庭生活
（生活設計、育児等）等の講習会等を開催する。 

992 

中途視覚障がい者生活
訓練事業 

中途視覚障がいによる不安の除去のため、相談・ピアカウンセ
リング（障がい者の不安を取り除く面談）、歩行訓練、点字講
習等を実施する。 

638 

合 計 62,838 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・情報の取得・利用、コミュニケーションに困難を抱える視覚障がい者等が、円滑に情報を取得し利用で

きるよう環境の整備を図る。 
・平成 29 年度末に「鳥取県視覚障がい者支援センター」を開設し、視覚障がい者やその家族等からの様

々な相談に対して、訪問等によりきめ細やかな相談支援を実施しているところであり、全盲、ロービジ
ョンなど多岐にわたるため、関係機関・団体との協議の場（連絡協議会）を設け、それぞれの特性に応
じた支援の充実について検討を進めていく。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

 １項 社会福祉費                       障がい福祉課（内線：７２０１） 

  12 目 障がい者自立支援事業費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

盲ろう者支援センター
運営事業 

 
40,571 

 
38,578 

 
1,993 

 
15,529 

 
 
(負担金) 

6,662 
 

18,380 
 

ト ー タ ル コ ス ト  41,363 千円（前年度 39,365 千円）[正職員：0.1 人] 

主 な 業 務 内 容  団体との調整、契約事務等 

工程表の政策目標（指標） 情報アクセス・コミュニケーション支援の推進 

事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

盲ろう者（視覚と聴覚の両方に障がいのある方）が社会から孤立せず、安心して暮らすことを支援する
ために設置した「鳥取県盲ろう者支援センター」において、盲ろう者向け通訳・介助員の養成・派遣や専
門の相談員による相談支援、生活・コミュニケーション訓練等を実施する。 

 
注）盲ろう者向け通訳・介助員とは、手話（触手話、接近手話）、指点字、掌書き、筆記、音声通訳、移動介助な

どの知識・技術を用いて、盲ろう者に対して通訳・介助を行う者のこと。 
 
２ 主な事業内容 
                                        （単位：千円） 

区 分 事 業 内 容 予算額 

盲ろう者支援センター運
営費 

盲ろう者支援センターの運営（建物の賃借料、自動車の
リース料等） 

2,851 

盲ろう者向け相談支援事
業 

盲ろう者支援センターに盲ろう者相談員を２名配置し、
盲ろう者やその家族等に対する相談支援を行う。 

15,312 

盲ろう者向け通訳・介助員
養成事業 

厚生労働省が提示したカリキュラムに基づく研修を実施
し、「盲ろう者向け通訳・介助員」を養成する。 

7,034 

盲ろう者向け通訳・介助員
派遣事業 

盲ろう者のもとへ「盲ろう者向け通訳・介助員」を派遣
し、意思疎通支援等を行う。 

11,609 

盲ろう者向け生活・コミュ
ニケーション訓練事業 

盲ろう者向けに点字・手話等のコミュニケーション訓練
や家事等の生活訓練、交流サロンの開催を行う。 

3,765 

合 計 40,571 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
・今後もきめ細かな支援を行っていくとともに、より多くの盲ろう者に支援が行き届くよう、掘り起こし

のため関係機関等への働きかけなどを継続して取り組む。 
・鳥取県盲ろう者支援センターを平成 28 年度に新設し、盲ろう者向け通訳・介助員の養成・派遣や相談

員による相談支援、生活・コミュニケーション訓練などを実施し、ニーズの掘り起こしや盲ろう者が自
身でできることを見い出すことによって、盲ろう者の活動の幅が広がってきているところである。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

 １項 社会福祉費                       障がい福祉課（内線：７２０１）               

  12 目 障がい者自立支援事業費                             （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）視覚障がい者等の

読書バリアフリー環境

整備推進事業 

6,143 0 6,143 3,071   3,072  

ト ー タ ル コ ス ト  6,935 千円（前年度 0 千円）[正職員：0.1 人] 

主 な 業 務 内 容  委託事務 

工程表の政策目標（指標） － 

事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」（令和元年６月施行）に基づく、「鳥取県視覚
障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画」を策定（令和３年３月）し、視覚障がい者等（視覚障
がい、発達障がい、肢体不自由等の障がいにより、書籍について、視覚による表現の認識が困難な者）が
身近に読書が楽しめるよう、読書バリアフリーに向けた環境整備を図る。 

 

２ 主な事業内容 
（単位：千円） 

区 分 事業内容 予算額 

端末機器・ＩＣＴ機器
の使用等に係る研修会
の開催 

視覚障がい者等向けに、ＩＣＴ機器の使用等に関する研修を実
施する。 

484 

点訳・音訳ボランティ
ア向けスキルアップ研
修の開催 

点訳・音訳ボランティア団体に所属する者を対象に、点訳・音
訳技術向上のため、外部から講師を招聘し、スキルアップ講座
を開催する。 

374 

点字指導員資格認定講
習会及び音訳指導員認
定講習会への派遣 

ライトハウス点字図書館の職員、点訳・音訳ボランティア活動
に長年携わっている者等を点字指導員資格認定講習会及び音訳
指導員認定講習会へ派遣することで、県内の点訳・音訳奉仕員
養成研修のレベルアップを図る。 

208 

ライトハウス点字図書
館への情報支援員の加
配 

ライトハウス点字図書館に読書バリアフリー基本計画の推進に
総括的に取り組む情報支援員を１名配置し、県計画に関連する
上記等の業務を行う。 

5,077 

合 計 6,143 

 
＜参考：県立図書館実施事業＞ 

（単位：千円） 

区 分 事業内容 予算額 

読書バリアフリーフォ
ーラムの開催 

読書バリアフリーに関して県民への普及・啓発を行うとともに
関係機関の職員の理解を深めるためフォーラムを開催する。 
また、サピエ図書館や国会図書館のパソコン、スマートフォン
等ＩＣＴ機器を用いた利用方法の理解や周知を図るため利用方
法の実演や機器の展示を行う。 

449 

※サピエ図書館：視覚障がい者をはじめ、文字を読むことが困難な方々に対して、様々な情報を点字や
音声データで提供するネットワーク。 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
 ・県計画に基づき、県立図書館、ライトハウス点字図書館、市町村図書館等と連携して、視覚障がい者

等の読書環境の整備を進め、全ての県民が等しく文字･活字文化の恩恵を受けることができるように
する。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
４款 衛生費 
 １項 公衆衛生費                       障がい福祉課（内線：７８６２） 

  ４目 精神衛生費                                    （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

アルコール健康障害・依
存症対策事業 

 
20,991 

 
19,660 

 
1,331 

 
8,015 

 
 

 
 

 
12,976 

 

ト ー タ ル コ ス ト  28,120 千円（前年度 26,743 千円）［正職員：0.9 人］ 
主 な 業 務 内 容  支援拠点機関の設置、フォーラム・研修会・会議の開催等 
工程表の政策目標（指標） － 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

鳥取県アルコール健康障害対策推進計画（平成28年３月策定）（以下「アルコール計画」という。）に
ついて、ギャンブル等依存症対策基本法の施行、関係団体の取組などを踏まえ、新たに薬物・ギャンブル等
依存症に関する対策や多重依存への対応を加えた計画として改定（令和３年３月）し、アルコール健康障
害、薬物・ギャンブル等依存症の問題を抱える当事者や家族への支援体制の強化を図る。 

 
２ 主な事業内容                                 （単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 
アルコール健康障害・薬物
依存症・ギャンブル等依存
症支援拠点機関の設置（国
1/2） 

依存症の専門性を持った医師が在籍する精神科病院をアルコール
健康障害、薬物・ギャンブル等依存症の支援拠点機関として指定
の上、相談支援コーディネーターを配置して相談対応、研修会の
開催、普及啓発を行う。〔委託先：医療福祉センター渡辺病院〕 

10,000 

依存症啓発フォーラムの開
催（国 1/2、単県） 

依存症について、県民の正しい理解と関心を深めるためのフォー
ラムを開催する。 

4,462 

（新規）医師、看護師等の
依存症専門研修受講経費
（単県） 

依存症専門医療機関の充実（新たに中部及び西部圏域に専門医療
機関を設置）に向けて、選定に必要な専門性を持った医師及び看
護師等を養成するため、国が指定する依存症専門研修に派遣する。 

460 

（拡充）アルコール健康障
害・依存症普及啓発相談員
の設置・派遣（単県） 

アルコール・薬物・ギャンブル等依存症から回復した当事者やその
家族等を普及啓発相談員として任命し、県の機関や支援コーディネー
ターと協働して当事者・家族からの相談対応や普及啓発にあたる。 

442 

（拡充）鳥取アディクショ
ン連絡会及び自助グルー
プに対する活動支援（国
1/2） 

・依存症に関する複数の自助グループ等で構成する団体が行う普及啓
発事業の実施を支援する。（補助上限額：500千円 補助率10/10） 

・依存症に関する自助グループの活動を支援する。 
（補助上限額：100 千円 補助率：1/2） 

1,300 

かかりつけ医等依存症対
応力向上研修事業（単県） 

一般診療科の医療従事者等を対象に依存症に関する研修を実施し、依
存症への対応力向上を推進する。 

891 

薬物依存症リハビリ施設
に対する運営支援（単県） 

依存症者の回復・社会復帰促進を図るため、薬物依存症リハビリ
施設の運営費の一部を助成する。 
（補助上限額：1,959 千円 補助率：10/10） 

1,959 

依存症相談支援等の実施
（国 1/2、単県） 

・精神科医による依存症の定例相談会及び依存症当事者の家族を
対象とした家族教室を開催する。 

・各種依存症に関する地域の課題を検討するための関係者会議や
相談支援の充実に向けた研修会等を開催する。 

・学識経験者、医師、自助グループ、回復支援施設、関係事業者
等からなる「鳥取県アルコール健康障害・依存症対策会議」を
開催し、依存症対策の進捗状況について諮問・審査を行う。 

1,477 

合 計 20,991 
 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

・アルコール健康障害に加え、薬物・ギャンブル等依存症の当事者が身近な地域で適切な治療を受けら
れるよう治療体制の充実を目指す。（専門医療機関の設置：1箇所→3箇所（各圏域 1箇所）） 

・普及啓発、相談支援体制の充実、関係機関・団体との連携強化等に取り組み、多量飲酒者の低減、未成
年飲酒者をなくし、また、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の低減を図る。 

  ［相談状況（令和元年度）］ 
   アルコール健康障害：延べ 271 件（130 人）、薬物依存症：延べ 50 件（17 人） 
   ギャンブル等依存症：延べ 160 件（63 人） 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

４款 衛生費 
 １項 公衆衛生費                         健康政策課（内線：７２０２） 
  ８目 健康県づくり推進費                                 （単位：千円） 

 
事 業 名 

 

 
本年度 

 

 
前年度 

 

 
比 較 

 

財  源  内  訳  
備考 
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

ひきこもり対策推進
事業 

 
22,748 

 
19,471 

 
3,277 

 
12,235 

   
10,513 

 

トータルコスト 37,798千円（前年度34,424千円）[正職員：1.9人] 

主な業務内容 とっとりひきこもり生活支援センター委託実施、家族教室等の実施等 

工程表の政策目標(指標) 「健康づくり文化」の創造 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

8050 問題などのひきこもり問題の解決に向けた取組を推進するための体制を整備し、ひきこもり状態にあ

る本人や家族等を支援することにより、ひきこもり状態にある本人の自立を促進し、本人及び家族等の福祉

の増進を図る。 
 
２ 主な事業内容 

                                                                               （単位：千円） 

 
 

区 分 事業内容 予算額  
とっとりひきこもり

生活支援センターの

運営 

ひきこもり者に対する生活・就労支援を中心とした相談事業や社会参加促

進事業（職場体験）等の実施（ＮＰＯ法人鳥取青少年ピアサポートに委託） 

※西部地区に専門のコーディネーターを１名増員（１→２名）し、職場体

験事業の全県展開を図る。 

21,927 

 相談事業(国1/2)  体験事業(国3/4)  

・コーディネーターの配置（５名) 

（東部３・中部１・西部１の拠点を整え、

相談支援等の充実を図る） 

・相談支援 

・関係機関との連携 

（連絡会の開催や参加、個別支援におけ

る関係機関へのつなぎ） 

・市町村等への後方支援 

・情報発信 

・（拡充）職場体験事業専

門のコーディネーター

の配置（西部１名増） 

・協力事業所と提携した職

場体験事業 

  

ひきこもりサポータ

ー養成研修(国1/2) 

ひきこもりを正しく理解し、ひきこもり者やその家族を支えるひきこもり

サポーターを養成するための研修会を開催する。（ＮＰＯ法人鳥取青少年

ピアサポートに委託） 

220 

ひきこもり問題を考

えるフォーラム(単

県) 

県民のひきこもり問題の理解を深めるための、広く一般の方を対象とした

フォーラムを開催する。 

405 

家族教室・精神科医

師の専門相談(単県) 

・家族同士の話し合いや学習等を行う家族教室の実施 

・精神科医師による随時相談の実施 

196 

地域ケアネットワー

ク事業(単県) 

・関係者（市町村職員等）の資質向上のための研修会の開催 

・相談事例や処遇方針についての検討 

－ 

 

合 計  22,748 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
・ひきこもり状態にある本人や家族等を支援することにより、本人の自立を促進し、本人及び家族への福祉の
増進を図るとともに県民のひきこもり問題への理解の促進や支援にあたる関係者の資質向上を目標とする。 

・とっとりひきこもり生活支援センターへ相談支援・情報発信・職場体験等の事業を委託し、支援の充実を図
る。 

・各保健所で家族教室開催や当課でひきこもり問題を考えるフォーラムを開催し、多角的にひきこもりに関す
る支援を実施している。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費 

  ２項 企画費                          子育て王国課（内線：７０７６） 
１目 企画総務費                               （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 財  源  内  訳 
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）青少年健全育

成条例普及啓発事業 
 

1,574 0 1,574    1,574 

 

トータルコス ト 2,366千円（前年度0千円）〔正職員：0.1人〕 

主 な 業 務 内 容 広報業務、契約業務、関係機関との連絡調整 
工程表の政策目標(指標) 青少年の健全育成のための環境づくり 
事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

青少年のための良好な社会環境の形成を図るために必要な措置を講じることによりその健全な成長に寄与

するという青少年健全育成条例の制定目的を実現するため、条例の内容や条例に規定する県、県民の責務、

青少年自身の努力義務について周知啓発を図るための様々な事業を行う。 

 

２ 主な事業内容                                                                  （単位：千円） 

区  分 内     容 予算額 

青少年健全育成条例のあ

らましの改訂及び新規作

成 

・令和２年10月の第14次改正を踏まえ、平成28年度に作成し

た県民・事業者向けの条例のあらましの改訂と、新しく青

少年向けの条例のあらましを作成する。 

（配布予定先） 

県関係機関（教育委員会を含む）、各市町村、少年補導セン

ター、小・中学校、高等学校及び関係団体・事業者等 

924 

青少年健全育成条例研修

会の開催 

改正条例の理解や普及促進のため、青少年向け、保護者向け

研修会を開催する。 

220 

「『とりのからあげ』ポス

ターデザイン・動画コン

テスト」の開催 

・「子どもをSNSのトラブルから守る標語コンテスト」で令和

２年度に大賞に選ばれた標語「とりのからあげ※」を県内

に普及・定着させるため、啓発用のポスターデザイン及び

動画を募集するコンテストを実施する。 

・入選作品については、県、県教委、各市町村民会議におい

て幅広く広報に利用する。 

430 

合     計 1,574 

※「とりのからあげ」 

『と』もだちがきずつく事をしない  

『り』よう時間を決めよう  

『の』せない個人情報   

『か』きんしない  

『ら』いんは相手の事を考えて送信 

『あ』わない ＳＮＳで知り合った人 

『げ』(ゲ)ームソフトの年れい制限を守る 

 

３ 事業目標・取組状況、改善点 

青少年のための良好な社会環境の形成を図るために必要な措置を講じることによりその健全な成長に寄与

することを目的として昭和55年に制定された青少年健全育成条例の内容や条例に規定する県、県民の責務、

青少年自身の努力義務について改めて周知啓発することにより、青少年の健全な育成を図るための機運を醸

成する。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 
３款 民生費 

２項 児童福祉費                         家庭支援課（内線：７１４９） 
１目 児童福祉総務費                             （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 財  源  内  訳 
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県社会的養育推

進計画推進事業 

 
728 200 528 0   728 

 

トータルコス ト 6,273千円（前年度200千円）〔正職員：0.7人〕 

主 な 業 務 内 容 会議の開催、関係機関との調整、補助金の交付 
工程表の政策目標(指標) 児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る 
事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

（１）鳥取県社会的養育推進計画推進会議 

   令和２年に策定した鳥取県社会的養育推進計画に沿って、本県における以下の仕組みを主に検討するた

めの会議を開催し、県や関係機関が取り組むべき方向性を検討する。 

【検討内容】 

①子どもの意見表明をサポート又は代弁する仕組み〔県版アドボカシー（※）〕 

（※）アドボカシー…子どもの権利擁護のため、施設等で生活する子どもの意思を第三者がくみ取

り、子どもの意見表明をサポート又は代弁する仕組み 

    ②里親委託の推進の仕組み〔里親委託率の向上〕 

    ③施設退所児童のアフターフォローの仕組み〔代替養育終了後の支援〕 

 

（２）子どもの権利学習支援事業 

   児童養護施設等で生活する子どもが、子どもの権利を学び、日頃の生活や将来について、身近な大人や

行政機関等に自らの意見や提案を意見表明できるようになるための活動を支援し、子どもの権利擁護の推

進を図る 

 

２ 主な事業内容                               （単位：千円） 

区 分 内   容 予算額  

鳥取県社会的養育

推進計画推進会議 

県版アドボカシー、里親委託率の向上及び代替養育終了後の支

援について、県や関係機関が取り組むべき方向性や内容を検討

するための会議を開催する。 

528 

子どもの権利学習

支援事業 

児童養護施設等で生活する子どもが、自分達の意見や考えを自

ら発することの重要性やその手法を学ぶために、自ら企画して

実施する勉強会等の活動に要する経費を補助する。 

【実施主体】鳥取県児童養護施設協議会 

【補助率】定額補助 

200 

合   計 728 

 
３ 事業目標・取組状況、改善点 

国の「新しい社会的養育ビジョン」（平成29年８月公表）に基づき、令和２年９月に県が策定した「鳥取県

社会的養育推進計画」では、「子どもの意見表明をサポート・代弁する新たな仕組みの創設」、「里親委託の推

進と里親支援施策の充実」、「社会的養護経験者の自立支援」等の拡充を図ることとしており、当該計画に沿

って、社会的養育の体制整備を推進する。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

３款 民生費 

  ２項 児童福祉費                         家庭支援課（内線：７８６９） 
３目 母子福祉費                               （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 財  源  内  訳 
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

児童扶養手当支給

事業 

 

債務負担行為 

  2,532 

 82,725 

 

 

 75,745 

債務負担行為 

  2,532 

6,980 

 

 

26,146 

 

 

 

 

 

 

債務負担行為 

  2,532 

56,579 

 

トータルコスト 87,141千円（前年度80,107千円）〔正職員：0.2人、会計年度任用職員：1.0人〕 

主 な 業 務 内 容 認定等の審査・手続等事務、債権管理・回収に係る事務、現況届処理、未提出者指

導、手当支給事務、市町村指導、給付費国庫負担金関係事務 
工程表の政策目標(指標) ひとり親家庭の自立支援を図る。 
事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

児童扶養手当の支給、調査・認定・市町村指導監査等に要する経費である。 

児童扶養手当：父母の離婚などにより父親(又は母親)と生計を同じくしていない児童が養育されている母

子家庭（父子家庭）の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される

手当 

 

【根拠法令】児童扶養手当法 

【事業主体】県、市、福祉事務所設置町村（法定受託事務） 

※県は、福祉事務所未設置の町分のみ 

【財源内訳】児童扶養手当給付費 国1/3、県2/3 

 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

区分 内   容 予算額 財源 

児童扶養手当 受給者数 約160人(福祉事務所未設置町村の受給者のみ：

三朝町、大山町) 

 手当額(全部支給)43,160円／月 

 多子加算(全部支給) 第２子：10,180円 

           第３子： 6,100円 

78,438 国1/3 

県2/3 

児童扶養手当

システム 

令和３年10月末で現行機器等の保守期限が到来することか

らシステムの再構築を行うほか、保守管理を行う。 

・児童扶養手当システム保守管理経費 610千円 

 （債務負担行為：2,532千円（令和４～７年度）） 

・（新）児童扶養手当システム移行・再構築費用 3,586千円 

・（新）児童扶養手当システム移行・再構築総合評価委員会

開催経費 32千円 

・（新）新児童扶養手当システムクラウドサーバー使用料 

59千円 

4,287 単県 

合   計 82,725  

 

３ 事業目標・取組状況、改善点 

児童扶養手当法に基づき、離婚、死別等により父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している母

等に対して児童扶養手当を支給した。（県は福祉事務所未設置町在住者を対象） 
引き続き、適正に手当を支給する。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

 ３款 民生費 
２項 児童福祉費                         家庭支援課（内線：７１４９） 
１目 児童福祉総務費                             （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 財  源  内  訳 
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）ヤングケアラ

ー支援事業 

 
2,300 0 2,300    2,300 

 

トータルコス ト 3,884千円（前年度0千円）〔正職員：0.2人〕 

主 な 業 務 内 容 関係者との連絡調整、事業者との連絡調整、契約事務、委託料の支払 
工程表の政策目標(指標) 児童虐待の防止と要保護児童の支援を図る 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

教育委員会と連携して、社会的な認知が十分になされていないヤングケアラー（※）に対する支援体制の強
化や啓発を図る。 
 

（※）年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護（障
がい・病気・精神疾患のある保護者や祖父母への介護など）や世話（年下のきょうだいの世話など）を
することで、自らの育ちや教育に影響を及ぼしている18 歳未満の子ども 

 
２ 主な事業内容                                 （単位：千円） 

区 分 内   容 予算額  

（１）理解促進、啓発 

 
 

ヤングケアラー啓発強
化事業 

広く県民の理解促進を行うとともに、リーフレットやSNS
等の広報媒体によりヤングケアラーの相談窓口や支援機
関を教育委員会と連携して子どもに周知する。 

1,038 

（２）支援 

 

 

ヤングケアラーの実情
と対策を学ぶフォーラ
ム 

教育関係者、行政関係者、子どもに関わる専門職等がヤ
ングケアラーの存在に早く気付き、支援に繋げられるよ
うにするため、ヤングケアラーの「実情と対策を学ぶ」
ためのフォーラムを開催する。 

150 

ヤングケアラー支援に
関する研修会 

ヤングケアラーを取り巻く学校や支援機関等の対応力の
向上を図るための研修会を開催する。 

450 

ヤングケアラー電話相
談事業 

新たに電話相談窓口を設置し、当事者や保護者の悩みに
寄り添うとともに、必要な支援に繋げる。 

300 

（３）関係機関の連携 

ヤングケアラー対策会
議 

ヤングケアラーの支援に携わる機関等による会議を開催
し、県におけるヤングケアラー対策を検討する。 
実際に対応した好事例については、関係機関で共有して
横展開を図る。 

362 

合     計 2,300 

 
３ 事業目標・取組状況、改善点 

子どもに対してヤングケアラーの相談窓口や支援機関を周知し、ヤングケアラーであることの気付きを促
すとともに、早期の段階での支援に繋げることにより、ヤングケアラーである子どもの負担を軽減する。 
また、ヤングケアラーに対する支援が十分に行われるよう、ヤングケアラーを取り巻く行政機関、学校及

び支援機関等の対応力向上を図る。 
現在、国において学校等の協力のもと、抽出による実態調査を実施中であり、令和３年３月までに報告書

がとりまとめられる予定となっている。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 
４款 衛生費 

１項 公衆衛生費                   くらしの安心推進課（内線：７８７７） 

３目 予防費                                （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取県西部犬猫セン

ター（仮称）整備事業 3,278 0 3,278    3,278 
 
 

トータルコスト 4,070 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.1 人］ 
主な業務内容 鳥取県西部犬猫センター（仮称）の整備に係る検討委員会の開催 等 

工程表の政策目標(指標) 動物愛護の推進 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
  西部総合事務所の新棟整備に伴い、令和５年度末までに西部犬管理所の移転が必要となることか

ら、新たに「鳥取県西部犬猫センター（仮称）（以下「センター」とする。）」を整備するにあたっ
て、センター機能の全体構想や運営体制等を検討する。 

 
２ 主な事業内容 

（単位：千円）  
区分 内 容 予算額 

鳥取県西部犬猫 
センター（仮称）
整備事業 

センター検討委員会委員の報償費、旅費 557 

センターの建築工事に係る設計委託費 2,721 

合 計 3,278 
 

＜移転スケジュール（予定）＞ 
令和３年４月～６月  「鳥取県西部犬猫センター（仮称）」検討委員会における構想の策定 

７月～11 月 施設設計 
令和４年５月～９月  建築工事 

10 月 西部犬管理所機能移転（新体制スタート） 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
センターを西部地域における動物愛護管理施策推進の拠点施設として活用するとともに、官民

連携での事業（譲渡活動、普及啓発）を実施する。 
【取組状況・改善点】 

西部管内の市町村、地元自治会、関係団体、ボランティアなど幅広い関係者からの意見を踏まえ
て、令和３年度中に鳥取県西部犬猫センターの機能や運営の在り方を検討する。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                    くらしの安心推進課（内線：７１８３） 

１目 社会福祉総務費                            （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

犯罪のないまちづくり普及

啓発事業 1,731 2,028 △297    1,731 
 
 

トータルコスト 11,236 千円（前年度 11,472 千円）[正職員：1.2 人]  

主な業務内容 県民の総合的防犯意識啓発、防犯リーダー養成、優良防犯施設の認定 

工程表の政策目標(指標) 県民が安心して暮らせる犯罪のないまちづくりの推進 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

  県民の防犯意識を高め、通学路の見守り活動など地域の自主防犯活動の活性化や犯罪被害者等の支

援体制を構築することにより、県民が犯罪におびえることなく安心して暮らすことのできる地域社会

の実現を図る。 

２ 主な事業内容 

                                       （単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

県民の総合的防犯意識

啓発 

○鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画の周知 

○街頭キャンペーンの実施 

啓発物品を制作するとともに、鍵かけ推進・万引き防止のチ

ラシを配布し、街頭啓発を行う。 

○ながら見守り、通学路等の見守り活動の啓発 

日常生活をしながらの見守り活動により、子ども達を地域全

体で守るという取組が重要であることから、啓発チラシを活用

し、関係機関と連携して普及啓発を行う。 

416 

地域安全フォーラム 

開催補助金 

主催の公益社団法人鳥取県防犯連合会に対し、講師謝金・旅

費、会場借上料等を助成する。 

541 

防犯リーダー研修会の

開催 

地域の防犯活動や見守り活動の活性化を図るとともに、核と

なって活動するリーダーや防犯見守り活動者を養成する研修会

を開催する。 

295 

優良防犯施設認定制度

の促進 

学校、共同住宅、駐車場、深夜小売業店舗等を対象とした優

良防犯施設を認定する。 

88 

鳥取県犯罪のないまち

づくり協議会の開催 

鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画に基づく施策の実施状

況や重要事項を調査審議するための協議会を開催する。 

261 

青色防犯パトロール 

活動促進事業 

青色防犯パトロール活動を実施する際、パトロール車両に必

要な装備品として義務づけられている「青色回転灯」と「広報

用マグネットシート」を民間の活動団体に支給する。 

130 

合計 1,731 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
地域で活躍する防犯ボランティア等を養成し、地域防犯力向上に繋がる啓発活動を行うことで、

安全な地域を実現する。 
防犯リーダー研修会年間参加者目標数 100 人（令和４年度末） 

【取組状況・改善点】 
・防犯リーダー研修会では子どもの防犯等について専門家による講演を実施し、見守り活動者の能 
力向上を図った。 研修会参加者：75名（令和２年度） 

・令和２年度は、「ながら見守り」啓発チラシを制作し、防犯ボランティア団体等を通じて配布を 

行った。令和３年度も引き続き街頭キャンペーン等を通じて、防犯について啓発を行う。 
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３款 民生費 

１項 社会福祉費                    くらしの安心推進課（内線：７１８３） 

１目 社会福祉総務費                            （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

犯罪被害者等相談・支援事業 20,386 16,972 3,414 7,494   12,892 
 
 

トータルコスト 32,268 千円（前年度 28,777 千円）［正職員：1.5 人］ 

主な業務内容 講演会の開催、広報啓発、性暴力被害者支援、啓発・支援員研修等の開催     

工程表の政策目標(指標) 県民が安心して暮らせる犯罪のないまちづくりの推進 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

犯罪被害者等に対して見舞金を支給する市町村を支援するとともに、行政関係者の理解を促すため
の研修会を開催する。 
また、被害直後から電話・面接相談や医療的・法的支援などを総合的に行う「性暴力被害者支援セン

ターとっとり」の運営費を助成し、性犯罪・性暴力被害者支援や、性犯罪・性暴力の撲滅に向けた出前
講座の開催等を行う。令和３年度は相談体制の 24時間 365 日化を図るとともに、支援拠点の増設等の
体制拡充を行う。 

２ 主な事業内容                                                              （単位：千円） 
区 分 内 容 予算額 

犯罪被害者等 
支援事業 

〇【新規】鳥取県犯罪被害者等見舞金給付補助金 
犯罪被害者又はその遺族に対して、見舞金を支給する市町村を支援する。 

[事業主体] 市町村  
[補 助 率] 1/2（遺族見舞金:上限 15 万円、傷害見舞金:上限５万円） 
〇犯罪被害者支援を考える研修会の開催 

1,000 

性暴力被害者 
支援事業 

〇鳥取県性暴力被害者支援連携事業補助金 
［事業主体］鳥取県性暴力被害者支援協議会 
［補 助 率］10／10 
［補助対象経費］ 
（１）被害者支援費 
  ・相談窓口の支援拡充 

内容       現行 拡充後 
事務局職員 ２人 ３人 

相談室 東部・西部 東部・中部・西部 

電話相談窓口 10 時～16時(月～金) 
18 時～20時(月・水・金) 

夜間・休日は、国のコールセ
ンターを活用し、24 時間 365
日化 

・産婦人科、精神科等受診費用、弁護士費用支援費 
・被害者支援連携会議の開催費等 

（２）啓発・支援員研修費  
・支援員養成講座、性暴力被害者支援を考える公開講座の開催費 
・【新規】出前講座の実施経費 
・相談窓口の広報経費等 

（３）性暴力被害者支援協議会組織の運営等  

19,386 

合 計 20,386 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
・犯罪被害者等支援に関する条例制定市町村目標数 19 市町村（令和４年度末） 
・性犯罪・性暴力被害者がいつでも必要な時に、必要な支援が受けられる体制を構築する。 

【取組状況・改善点】 
・犯罪被害者等支援条例制定市町村数 令和２年度当初：０市町村→令和２年度末見込：５町 
・令和元年 10月から性暴力被害者支援センターの事務局をとっとり被害者支援センターに移管し、

犯罪被害者支援に係る体制を一本化するとともに、相談窓口開設時間を週 12 時間から 36 時間に
拡大する等内容の充実を図ってきた。 
＜性暴力被害者支援センターとっとりの相談受理件数＞    
平成 29 年度：147 件、平成 30年度：311 件、令和元年度：323 件 
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３款 民生費 

１項 社会福祉費                   消費生活センター（電話：0859-34-2760） 

７目 消費者支援対策費                            （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

消費生活センター事業費 59,037 61,379 △2,342 13,417  
（基金繰入金） 

400 
45,220 

 

 

トータルコスト 100,346 千円（前年度 106,305 千円）［正職員：4.5 人、会計年度任用職員：2人］ 

主な業務内容 企画・関係機関調整、審議会等開催、広報・啓発講座実施、補助金・交付金事務 

工程表の政策目標 
(指標) 

消費生活相談体制の充実・強化、消費者教育の推進、消費者被害防止のための広報・
啓発活動の充実・強化 

事業内容の説明                        【「消費者行政活性化基金」充当事業】 

１ 事業の目的・概要 

  県民の安全で安心なくらしを確保するため、広域的な消費生活に関する相談や苦情等に対応する消費生活

センターの設置運営及び消費者教育・啓発等を実施する。 
 

２ 主な事業内容                                （単位：千円） 

区分 内 容 予算額 

消費生活

相談事業 

〇消費生活相談業務の委託（33,110 千円） 

消費生活相談員による消費生活相談業務（相談対応、助言、あっせん（事業者との

間に入って調整すること）） 

相談室 開所日 配置相談員数 

東部：県庁第二庁舎２階 平日 ２名 

中部：倉吉交流プラザ２階 火～土（祝日とその翌日除く） １名 

西部：米子コンベンションセンター４階 毎日（祝日除く） ２名 

[委 託 先]ＮＰＯ法人コンシューマーズサポート鳥取 

[委託期間]５年間（平成 29 年４月１日～令和４年３月 31 日） 

〇多重債務・法律相談会の開催（849 千円） 

33,959 

消 費 者 

教育推進

事業 

〇とっとり消費者大学の開催 

 公開講座の実施、啓発講座への講師派遣、啓発新聞記事掲載 

〇ＳＤＧｓ・エシカル消費（※）の普及啓発 

 エシカル消費の普及に向けたエシカル標語コンテストの開催 
 ※エシカル消費：環境、人や社会、地域に配慮した商品やサービスを選択して購入する消費行動  

〇その他（消費者教育推進地域協議会の開催、消費者団体への活動支援等） 

3,455 

消 費 者 

行 政 費 

〇市町村消費者行政強化交付金（市町村事業） 

市町村等が取り組む消費者行政強化事業に対し交付する。 

[補助対象]消費生活相談員配置人件費、啓発資料作成費、研修参加費等 

[補 助 率]定額、1/2 

〇消費者行政経費 

消費生活審議会の開催・運営、市町村・警察・その他関係機関との連携のための会

議（消費者安全確保地域協議会等）の開催 

〇消費生活センター（東部・中部・西部）管理運営費 

21,623 

合  計 59,037 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

・安全安心な消費生活に資するため、消費生活相談対応を行うとともに、消費生活上の配慮を要する高

齢者等の消費者被害防止のための見守り体制を構築する。 

・賢い消費者の育成を目指して、幼児期から高齢期までのライフステージに応じ、学校、地域など様々

な場において多様な主体と連携した体系的な消費者教育を推進する。 

 【取組状況・改善点】 

・県内の消費生活相談について、消費生活相談員（有資格者）が所属するＮＰＯ法人への業務委託によ

り、複雑多様化する相談に適切に対応している。<令和元年度の消費生活相談実績>県消費生活セン 

ター2,681 件（48.9％）、市町村相談窓口 2,806 件（51.1％） 

・「鳥取県消費者教育推進計画」に基づき、消費者の自立を支援するため、各年代やライフステージに

応じた体系的な消費者教育に取り組んでいる。 

・ＳＤＧｓ・エシカル消費の実践的な普及を図るため、幅広い年齢層の認知度向上に向けた取組を行う。 

・高齢者等の消費者被害防止のため、市町村における消費者安全確保地域協議会の設置を一層促進する。 

277



令和３年度一般会計当初予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                    消費生活センター（電話：0859-34-2705） 

７目 消費者支援対策費                             （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）成年年齢引下げに向

けた環境整備事業 
4,068 0 4,068 1,427  

 

 
2,641 

 

 

トータルコスト 8,028 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 企画・関係機関調整、広報・啓発講座実施 

工程表の政策目標(指標) 消費者教育の推進、消費者被害防止のための広報・啓発活動の充実・強化 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

  民法の一部改正による 2022 年４月１日の成年年齢引下げにより、特に、社会経験の乏しい成人直後
の若年者の消費者被害が増加する恐れがあるため、成年年齢引下げによる注意点や影響などの周知広報
を重点的に実施する。 
また、若年者の消費者被害を未然に防止し、自立した消費者を育成するための消費者教育を実施する。 

 

２ 主な事業内容                                （単位：千円） 

区分 内 容 予算額 

成年年齢引下げに 

向けた環境整備事業 

〇成年年齢引下げによる注意点や影響などの周知広報 

 ・SNS 広告、ケーブルテレビスポット特集 等 

〇学生への周知等 

・県内高等学校及び特別支援学校高等部（42 校）において、弁護士

による実例に基づく実践的な授業を行う。 

 ・専修学校の入学時ガイダンス等において啓発講座（講師派遣）を

行う。 

 ・大学及び高専での「くらしの経済・法律講座」（大学連携講座）

において、契約の基礎、成年年齢引下げによる影響、消費者トラ

ブル事例と対処方法等の講義を行う。 

〇DVD 教材の作成 

・成年年齢引下げに関する DVD 教材を作成し、PTA（保護者）や地域

への普及啓発に活用する。 

4,068 

合 計 4,068 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 【事業目標】 

   成年年齢の引下げに備え若年者への消費者教育の実施等の環境を整備し消費者被害の発生を防ぐ。 

 【取組状況・改善点】 

・若年者への消費者教育については、これまで「鳥取県消費者教育推進計画」に基づき、各年代やラ

イフステージに応じた体系的な消費者教育に取り組んできた。 

・消費生活相談においては、成人（20歳）になると同時に相談件数が増加する傾向にあったことから、

今回の民法改正に伴い新成人（18 歳・19 歳）直後の消費者トラブルが増加することが懸念される

ため、大学や教育委員会等との連携により、学校現場において重点的に民法改正の注意点や契約の

意義等の授業を実施する。 
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８款 土木費 

１項 土木管理費                    住まいまちづくり課（内線：７６９７） 

４目 建築指導費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

バリアフリー環境整備促進

事業 23,008 13,875 9,133    23,008 
 
 

トータルコスト 27,761 千円（前年度 18,597 千円）［正職員：0.6 人］ 

主な業務内容 補助事業の地方機関との調整、制度設計及び周知、補助事業の国機関との調整、
国庫補助申請等、補助金事務指導、福祉のまちづくり条例に係る事務 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
  民間建築物のバリアフリー化を促進するため、バリアフリー整備に係る経費について市町村との協
調支援を行う。また、鳥取県福祉のまちづくり条例の改正時期を迎えることから、改正に向けた検討
を行う。 

 
２ 主な事業内容 

（単位：千円） 
区分 内容 予算額 

鳥取県福祉のまちづくり
推進事業 

〇バリアフリー環境整備を行う民間の特定建築物及び特別
特定建築物に助成する。（市町村への間接補助） 
・特別特定建築物の改修 
[補助率]2/3（県 1/3、市町村 1/3）所有者 1/3 

・特定建築物の新築・改修、特別特定建築物の新築 
[補助率]1/2（県 1/4、市町村 1/4）所有者 1/2 

21,730

鳥取県バリアフリー環境
整備促進事業 

〇バリアフリー法第 17条に基づく認定特定建築物（商業
系を除く）の高齢者等の快適かつ安全な移動を確保する
ための誘導的な基準を満たすバリアフリー整備に対し
て助成する。（市町村への間接補助） 
[補助率]1/6（国 1/3、県 1/6、市町村 1/6）所有者 1/3 

500

鳥取県福祉のまちづくり
条例の改正に係る検討 

〇鳥取県福祉のまちづくり条例の改正にあたり、施設関係
者や建築団体及び障がい者関連団体、学識経験者等で構
成する検討委員会を開催する。 

778

合計 23,008
◎特定建築物 

バリアフリー法施行令第４条に掲げる建築物で、学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場等多数の者が利用す 

る建築物   

◎特別特定建築物 

バリアフリー法施行令第５条に掲げる建築物で、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等 

が利用する特定建築物 

◎認定特定建築物 

建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を受けた特定建築物 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
 【事業目標】 

誰もが安心して利用できる民間建築物を整備する。 
 【取組状況・改善点】 

・「全国障がい者芸術・文化祭」の開催（平成26年度）や、東京パラリンピックのキャンプ地誘致
に向け、県外客等の利用が想定される既存施設に対する支援を拡充した。 

・平成29年度は、大型施設等の複数年度にわたる改修に対応できるよう制度を見直すとともに、新
築時の車いす使用者用駐車場の整備を補助対象に追加した。 

・令和２年12月時点で４市・10町が補助制度を設けており、引き続き残り５町村への制度創設を働
きかけている。 
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 令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

４款 衛生費 

 １項 公衆衛生費                          健康政策課（内線：７２０２） 
８目 健康県づくり推進費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

ココカラげんき鳥取
県推進事業 

 
16,052 

 
15,317 

 
735 

 
277 

 
 

  
15,775 

 
 

トータルコスト 45,360千円（前年度44,436千円）[正職員：3.7人] 
主な業務内容 
 

健康経営マイレージ事業等による職域の健康づくりの推進、健康ポイント制度等の
普及、委託業務、補助金交付事務等 

工程表の政策目標(指標) 「健康づくり文化」の創造 
事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

鳥取県健康づくり文化創造プラン（第三次）が掲げる「健康づくり文化」の定着と「健康寿命」の延伸を
目指すため、手軽に取り組めるウォーキングをはじめ、地域や職域で健康づくりやフレイル対策に取り組む
事業を展開する。 

 
２ 主な事業内容                                  （単位：千円） 

区   分 事 業 内 容 予算額 

あるくと健康！うごく
と元気！キャンペーン
（とっとり健康ポイン
ト事業） 

健康意識の醸成や健康づくりに向けた行動変容を図るため、スマホ
アプリを活用して、ウォーキングやスポーツ、日常生活における身体
活動など健康づくりに資する取組に対してポイントを付与し、景品を
贈呈するなど個人へのインセンティブを提供する。 

6,080 

ウォーキング立県１９
のまちを歩こう事業 

〇ウォーキング立県１９のまちを歩こう事業 
実行委員会が認定するウォーキング大会に参加しポイントを集

めた方へ認定証や特典を進呈する。（委託先：「ウォーキング立県１
９のまちを歩こう事業」実行委員会） 

〇ウォーキング立県推進事業補助金 
ウォーキング大会を新規又は拡充して開催する団体等に対し、開

催経費等を助成する。（補助率1/2） 

2,475 

職域から始める健康 
づくり推進事業 

協会けんぽ鳥取支部と連携し、健康経営に取り組む企業を増やす取
組を行うほか、健康経営に係る表彰や研修会を実施する。 

338 

健康づくり鳥取モデル 
事業 

◯地域住民向け 2,000千円 
  地域における運動習慣の定着による健康づくりを推進するため、
公民館等で体操教室など運動による健康づくりを行う自治会等に
対して支援する。（補助率10/10、上限額200千円） 

◯企業向け 1,200千円 
 職場で運動による健康づくりに取り組む事業所に運動アドバイ
ザーを派遣し、職場・業種ごとの課題に応じて、指導・助言を行う。 
（委託先：日本健康運動指導士会鳥取県支部） 

3,200 

みんなで取り組む 
「まちの保健室」事業 

◯みんなで取り組む「まちの保健室」事業委託費 1,103千円 
  まちの保健室の運営や企画に主体的に取り組む地域の健康づく
りリーダーとなる人材の養成やスキルアップを実施する。（委託
先：鳥取看護大学） 

◯みんなで取り組む「まちの保健室」事業補助金 2,300千円 
  まちの保健室の開催により、地域における健康づくり活動や健康
意識の向上に取り組む市町村や団体に対して支援する。 

  ・市町村向け（補助率1/2、上限額250千円） 
・団体向け （補助率1/2、上限額400千円） 

3,403 

健康づくり文化創造 
推進県民会議の運営等 

鳥取県健康づくり文化創造プラン（第三次）の推進に係る地域・職
域連携会議を開催する。 

556 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

・令和５年度までに健康寿命・平均寿命ともに全国順位10位以内を目指す。 
・歩かない県民からの脱却に向けて、ウォーキング立県の推進のほか、地域や職域における健康づくり、フ
レイル対策に取り組む。 

・健康づくりは高齢になってからではなく、若い頃から意識して取り組むことが重要であり、健康アプリの
導入など、無関心層や若年層も含め、日頃の健康づくりに取り組みやすい環境づくりを更に充実させ、健
康づくりの実践が県民の生活の中で当たり前となる健康づくり文化の定着を進めていく。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 
２款 総務費 

 ２項 企画費                      くらしの安心推進課（内線：７１５９） 

    ３目 交通対策費                                                  （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）みんなでかぶろう！
守ろう！ヘルメット着用
推進事業 

3,392 0 3,392    3,392 
 
 

トータルコスト 8,145 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.6 人］ 

主な業務内容 自転車用ヘルメットの着用促進に係る啓発・支援 

工程表の政策目標(指標) 自転車の安全利用 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

平成28年10月に制定した鳥取県支え愛交通安全条例に基づき、自転車の安全利用を推進するため自
転車用ヘルメット着用に取り組む企業と連携した着用促進やレンタサイクルサービスを営む事業者へ
のヘルメット購入支援等を実施する。 
 

２ 主な事業内容 
                                     （単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

支え愛交通安全協力 
企業制度 

〇自転車通勤を行う従業員のヘルメット着用に自主的に取り組
む企業と県が協定を結び、企業の取組を積極的に支援する。 

（県の支援内容） 
 ・県ホームページによる協力企業の取組内容の紹介 
 ・研修会講師の派遣 
 ・研修資料及び見本用の自転車用ヘルメットの貸与 等 
〇従業員に対し、自家用車通勤からヘルメットを着用した自転
車通勤に切替えを促す企業に対し、継続的な取組につなげる
ための啓発物品を交付する。 

 

2,692 

おもてなしヘルメット
購入支援事業 

〇観光客・宿泊客を対象に自転車の貸出サービス（レンタサイ
クルサービス）を行う事業者が、利用者のための自転車用ヘ
ルメットを購入する経費の一部を補助する。 

 [補助対象] 観光協会、ホテル、旅館組合 等  
 [補 助 率] 1/2   
[補助上限] 2,000円/個 
 

200 

ヘルメット着用推進等
に係る広報予算 

〇ヘルメット着用広報チラシの制作等に係る経費 500 

合 計 3,392 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

【事業目標】 
・県民の自転車用ヘルメットの着用率向上を図る。 
・県職員のヘルメット着用率 100％（令和３年度末） 

【取組状況・改善点】 
・本県では、平成22年から令和元年度までの10年間で自転車事故によって32人が死亡し、1,634人
が負傷している。（鳥取県警調査） 

    ・本県の自転車用ヘルメット着用率は全国第３位であるものの、わずか18％にとどまっている。
（令和２年７月に実施された自転車ヘルメット委員会の全国調査結果）  

・県民の自転車用ヘルメット着用率向上を進めるため、令和２年11月に庁内ワーキンググループを
立ち上げ、部局横断で対策を検討し、街頭でのチラシ配布や県政だよりへの掲載等を実施した。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

６款 農林水産業費 

２項 畜 産 業 費                                             畜産課（内線：7287） 

    ３目 家畜保健衛生費                             （単位：千円） 

事 業 名 本 年 度 前 年 度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

特定家畜伝染病危機管

理対策事業 

 

128,978 

 

45,245 

 

83,733 

 

63,736 

 （手数料） 

21,600 

 

43,642 

 

 

ト ー タ ル コ ス ト 149,573 千円（前年度 65,707 千円）［正職員：2.6 人］ 

主 な 業 務 内 容 家畜伝染病の発生予防、発生時の初動準備及び家畜処分と補償対応 

工程表の政策目標（指標） 家畜疾病の発生数の低減 

事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要  

  高病原性鳥インフルエンザは、香川県、千葉県、宮崎県を中心に 17 県 50 事例の発生により約 972 万羽

を処分し、大きな経済的被害が出ている。また、豚熱（ＣＳＦ）は、家畜では合計 11 県、野生いのしし

では合計 23 都府県で感染が確認され感染地域は拡大の一途となっており、本県への侵入の脅威が高まっ

ている。（令和３年２月 15 日現在） 

このため、国内での発生が続く高病原性インフルエンザ、豚熱及び口蹄疫等の特定家畜伝染病について

県内への侵入の防止対策を行うほか、発生時に迅速な対応を行うための防疫演習の実施や家畜処分に要

する資材・医薬品等の確保、焼埋却経費などを措置し、万が一の発生に対応できるよう備える。 

また、被害を受けた飼育農家等への損失を補償する。 

 

２ 主な事業内容 

  （単位：千円） 

 細事業名 内 容 予算額 

１ 
防疫対応力向上 
（防疫演習の実施） 

豚熱・高病原性鳥インフルエンザ発生を想定し、実践に即した防
疫演習を行うために必要な経費。 
【概要】県内３箇所で、発生通報から防疫措置終了までの机上演

習に加え、集合場所の設定、模擬豚・鶏の殺処分、消毒ポイン
ト設置など実地演習を行い、防疫対応力向上を図る。 

391   

２ 
防疫対応力向上 
（野生いのししの血液採
材委託） 

野性いのししの豚熱感染状況を把握するために、捕獲野生いのし
しの血液採材に係る委託費。約300頭分（19市町村×16頭程度）に
ついて、県下各地区から幅広に行い、農場への迅速な侵入防止対
応を図る。 
【委託先】一般社団法人鳥取県猟友会 

411 

３ 
防疫対応力向上 
（防疫備蓄資材の配備） 

防疫作業に必要な防疫服・手袋・ゴーグル・N95マスク等を事前に
備蓄するとともに劣化した資材を更新する。 

12,960 

４ 
（新規） 
豚熱ワクチン接種対策 

豚熱ワクチン接種推奨地域に指定された場合の飼養豚ワクチン接
種にかかる経費。 

26,109 

５ 
（新規） 
野生いのしし豚熱対策 

豚熱ワクチン接種推奨地域に指定された場合の野生いのしし対策
（経口ワクチン）に係る経費。 

― 
(国事業対応) 

６ 
特定家畜伝染病セーフ 
ティネット事業 

豚熱・高病原性鳥インフルエンザ・口蹄疫発生に伴う移動制限に
よる家畜及び生産物の損失補償。 

47,216 

７ 迅速防疫体制整備 
口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザ発生農家の処分家畜の焼埋却
を県が実施するための経費。 

39,726 

８ 

防疫対応力向上 
（靴底消毒・炭酸ガス備
蓄） 
 

（１）豚熱・高病原性鳥インフルエンザ・口蹄疫が常在する東ア 
ジアからのウイルス侵入を防止するため、国際定期便、国際 
クルーズ船の旅行者に対して行う靴底消毒に係る委託料等。 

（２）豚熱・高病原性鳥インフルエンザの発生に備えて初動で必要
な炭酸ガス供給体制を構築する経費。 

2,165 

合  計 128,978 
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３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

・口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ、豚熱、アフリカ豚熱の農場侵入を防止する。 

・豚熱ワクチン接種推奨地域に指定された場合、ワクチン接種により豚熱の発生を予防する。 

（２）取組状況・改善点 

・他県での高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、県内養鶏業者に令和２年 11 月、12 月と二度の 

消毒命令を出し、令和３年２月には県独自の消毒を実施するなど合わせて３回、約１万袋の防疫用 

消石灰を配布した。また、養鶏場の防鳥ネット等の整備を進め、農場の侵入防止対策を徹底した。 

・県内養豚農家に改正飼養衛生管理基準の遵守徹底を指導し、農場のいのしし防護柵、防鳥ネット、 

衛生対策の資材購入にかかる支援を行った。また、令和２年 11 月、令和３年２月の合わせて２回、 

約 1,700 袋の防疫用消石灰を配布した。 

・豚熱に感染した野生いのししが京都府、大阪府で見つかり、県内では野鳥の糞便から高病原性鳥イ 

ンフルエンザが県内で検出されるなど、本県でも発生の危険性があるため、継続して県内関係機関 

や団体との演習・訓練を実施し、課題の洗い出しとその解消に努めるほか、危機管理意識および技 

術の維持を図る必要がある。 

・高病原性鳥インフルエンザ、豚熱が発生した他県の要請に基づき、家畜防疫員を５名派遣した。防 

疫対応には他県との物資、情報、人的支援といった面での協力体制は不可欠であり、引き続き他県 

との連携を図っていく。 

・昨年度は国際便が休止したため実績はないが、海外との渡航再開に備え、本県への海外悪性伝染病 

の侵入防止対策として、空港、フェリー降り場に靴底消毒マットが設置できるように、引き続き備 

える。 
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８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                      道路企画課（内線７３５１） 
  ２目 道路橋りょう維持費                                 （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度 比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

通学路安全対策事
業 

 
982,147 

 
985,781 

 
△3,634 

 
664,422 

<222,000> 
285,000 

 

0 

 

32,725 

県費負担 

254,725 

トータルコスト 1,036,010千円（前年度 1,039,297千円）[正職員：6.8人] 

主な業務内容 整備計画の策定、設計積算、工事監督、国との調整、補助金申請・受入事務 

工程表の政策目標(指標) － 

 

事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

・平成２４年度から各教育委員会、ＰＴＡ、警察、道路管理者が連携して小学校、中学校の通学路

合同点検を毎年実施しており、対策が必要とされた箇所において教育委員会、警察、道路管理者

の各々が速やかに対策を実施することで、児童生徒の安全を確保する。 

・通学路の安全対策は、歩道と車道の分離を基本とするが、「人家連担等で抜本的な対策に期間を

要する」「通行する車両や児童等が少ない」などの場合は、即効性のある当面の対策を緊急に実

施する。 

 

 

２ 主な事業内容 

・歩道設置、交差点改良、カラー舗装及び防護柵設置等による歩行空間の確保など 

(４６事業（７８箇所））Ｃ＝９８２，１４７千円 

・事業例 

一般県道鳥取砂丘線（鳥取市浜坂）歩道設置 延長２５０ｍ 

 

 

３ 事業目標、取組状況、改善点 

・通学路の安全確保により、児童生徒が安全、安心、快適に道路を利用できる環境の整備を促進す

る。 

・平成２４年度から令和元年度の通学路点検で要対策とされた５２６箇所のうち、４３３箇所にお

いて対策が完了。対策未完了の９３箇所についても、関係機関と調整し、早期対策完了に向けて

引き続き取り組んでいく。 

 要対策箇所 対策済箇所 対策未完了箇所 

Ｈ２４年度点検 １９６ １９６ ０ 

Ｈ２５年度点検 ３７ ３６ １ 

Ｈ２６年度点検 ２９ ２７ ２ 

Ｈ２７年度点検 ７６ ６１ １５ 

Ｈ２８年度点検 ６２ ５０ １２ 

Ｈ２９年度点検 ５０ ３９ １１ 

Ｈ３０年度点検 ２９ １５ １４ 

Ｒ元年度点検 ４７ ９ ３８ 

合 計 ５２６ ４３３ ９３ 

※対策未完了箇所には他事業（街路事業、道路改良事業等）により対策実施中の箇所が含まれることから、

本事業での要望箇所数とは一致しない。 

 

 
(注)起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。 
  県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 

 
８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                            道路企画課（内線７３５１） 
  ４目 直轄道路事業負担金                                    （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

直轄道路事業費 
負担金 

2,210,834 1,149,000 1,061,834  
<1,226,000> 

1,989,000 
 221,834 

県費負担 
1,447,834 

トータルコスト 1,242,518千円（前年度 1,180,480千円）［正職員：4.0人］ 

工程表の政策目標 
(指標) 

山陰道などの高速道路ネットワークの早期整備 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

  国が行う高速道路ネットワーク整備等の県内道路事業に係る県負担金である。 

２ 主な事業内容 

  国が行う県内の道路事業について、道路法第50条及び高速自動車国道法第20条第1項に基づき費用を負

担する。 
（単位：千円） 

事業区分 
令和２年度 

当初事業費 

令和３年度 

事業費見込額 

 
備 考 

負担金 

新直轄 

 姫路鳥取線 
2,500,000 800,000 80,000 

付加車線整備 

鳥取IC付近 

国道9号  

北条道路 
2,000,000 5,000,000 900,000 令和８年度供用予定 

国道9号 

 米子道路 
550,000 700,000 126,000 

付加車線整備 

日野川東IC～米子南IC 

国道373号 

 志戸坂峠防災 
100,000 250,000 45,000 現道西側バイパス 

国道183号 

 鍵掛峠道路 
800,000 700,000 126,000 令和７年度供用予定 

その他改築事業 1,505,000 2,396,000 933,834 交通安全事業等 

合 計 6,655,000 9,846,000 2,210,834  

３ 事業目標、取組状況、改善点 

 ①事業目標 

高規格幹線道路整備率 ８０．２％（現時点）⇒ ８８．０％（令和８年度末） 

 ②取組状況、改善点 

令和２年度も、７月及び１１月に国に対してミッシングリンクの早期解消と高速道路の暫定２車線

区間の早期４車線化を要望してきた。 

また、平成 30 年度から実施してきた「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」の継続に

ついても国に要望した。国は、「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」を閣議決定し、

ミッシングリンクの解消など大規模災害に備え、強靭なネットワークを加速化することが示され、令

和２年度補正予算と令和３年度当初予算を一体とする 15 ヶ月予算として配分されることとなった。今

後も引き続き県内高規格道路の整備と４車線化の促進について国に強く働きかける。 

  ・R2. 7.16、R2.11.13 国要望（６団体による要望） 

  ・R2.11.13 米子自動車道整備促進決起大会及び米子・境港間の国要望（県及び２市１村） 

  ・R2.12.14 「高速道路のミッシングリンクを解消し日本の再生を実現する１０県知事会議」の 

要望（WEB 対応） 

  ・R3.1.26 国要望（令和３年度箇所付け要望（WEB 対応）） 

（注）起債欄の上段< >書きは、交付税措置額を除いた金額である。 

   県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
８款 土木費 
  ２項 道路橋りょう費                         道路建設課（内線：７６２３） 
   ３目 道路橋りょう新設改良費                            （単位：千円） 
 

事 業 名 
 
本年度 

 
前年度 

 
比較 

財   源   内   訳  
備 考 国庫支出金 起 債 その他 一般財源 

地域高規格道路
整備事業 
[一般公共事業] 

債務負担行為 
7,614,000- 

 
5,042,000 

 
 
 
3,929,000 

 
 
 

1,113,000 

債務負担行為 
4,187,700- 
         
2,773,100 

債務負担行為 

3,083,000- 

<1,588,500> 
2,042,000 

 
債務負担行為 
343,300- 

 
226,900 

 
 

県費負担 
1,815,400 

トータルコスト 5,674,096 千円（前年度 4,557,026 千円）[正職員 79.8 人] 
主な業務内容 設計積算、入札・契約の締結、現場監督 
工程表の政策目標（指標） 地域高規格道路の整備促進（地域高規格道路の整備延長）  
 事業内容の説明 
 
 １ 事業の目的・概要 

 地域高規格道路は、中国縦貫自動車道、山陰道、鳥取自動車道、米子自動車道等の高規格幹線道路
を補完し、地域の自立的発展や地域間連携を支える規格の高い幹線道路であり、高規格幹線道路と一
体となった広域的なネットワークを形成するものである。 
  地域高規格道路の整備により、交通が分散され、渋滞、交通安全等の現道の諸問題が解消されると
ともに、近隣の地方生活圏を相互に連絡することによる交流や連携の促進、災害に備えた交通ネット
ワークの多重化による安心・安全な地域づくり等に寄与することが期待される。 
  本事業では、国道の道路改築事業として県が実施中の以下の５箇所の整備を促進する。 

 
 ２ 主な事業内容  
   ○ 国道１７８号岩美道路（「鳥取豊岡宮津自動車道」（山陰近畿自動車道）の一部） 

箇   所 延 長 幅  員 事 業 年 度 総事業費 令和 3年度当初予算 
岩美郡岩美町陸上～本庄 5,700m 7.0(13.5)m  平成 20 年度～ 361 億円 2,736 百万円 
・事業効果：事故多発区間、冠水・線形不良箇所の解消、山陰海岸ジオパークの各観光地へのアクセス 
向上による観光振興  

  ○ 国道３１３号倉吉道路・倉吉関金道路・北条倉吉道路（延伸）（「北条湯原道路」の一部） 
箇   所 延 長 幅  員 事 業 年 度 総事業費 令和 3年度当初予算 

(倉吉道路)倉吉市小鴨～和田 4,050m 7.0(13.5)m  平成 17 年度～ 131 億円 
2,276 百万円 (倉吉関金道路)倉吉市関金町関金宿～小鴨 7,010m 7.0(13.5)m  平成 23 年度～ 197 億円 

(北条倉吉道路（延伸）)北栄町弓原  400m 6.5(11.0)m  平成 29 年度～ 59 億円 
・事業効果：市街地の渋滞解消と安全性の向上、工業団地・農産物集出荷施設へのアクセス改善  
○ 国道１８１号江府道路（「江府三次道路」の一部） 

箇   所 延 長 幅  員 事 業 年 度 総事業費 令和 3年度当初予算 
日野郡江府町武庫～佐川 4,065m 6.5(9.5)m  平成 17 年度～ 133 億円 30 百万円 

・事業効果：踏切交差点や線形不良箇所での渋滞・事故の解消、事前通行規制区間の解消 
 

３ 事業目標、取組状況、改善点 
① 事業目標 

高速道路ネットワークを形成する地域高規格道路の供用による地域間の交流促進や観光振興などの効
果発現を早期に図るため、道路整備を促進する。 

② 取組状況、改善点 
   ○  国道３１３号犬挟峠道路（地域高規格道路「北条湯原道路」の一部） 
        平成９年１０月供用 延長９ｋｍ（うち鳥取県６ｋｍ） 
   ○  国道１８３号生山道路（地域高規格道路「江府三次道路」の一部） 
        平成１７年７月供用 延長３ｋｍ 
   ○  国道３１３号北条倉吉道路（地域高規格道路「北条湯原道路」の一部） 
        平成１９年３月供用 延長６ｋｍ 
   ○  国道１７８号東浜居組道路（地域高規格道路「鳥取豊岡宮津自動車道」（山陰近畿自動車道）の一部）  
        平成２０年１１月供用 延長４ｋｍ（うち鳥取県２ｋｍ） 
   ○  都市計画道路宮下十六本松線（地域高規格道路「鳥取環状道路」の一部） 
        平成２１年３月供用 延長４ｋｍ 
   ○  国道３１３号倉吉道路（地域高規格道路「北条湯原道路」の一部） 
        平成２５年６月（倉吉 IC～倉吉西 IC 間）部分供用 延長３ｋｍ 
   ○  国道１７８号岩美道路（地域高規格道路「鳥取豊岡宮津自動車道」（山陰近畿自動車道）の一部） 
        平成２８年３月（岩美 IC～浦富 IC 間）部分供用 延長２ｋｍ 
（注）起債欄の＜ ＞書きは交付税措置額を除いた額である。 
    県費負担額は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 

 
８款 土木費 
 ２項 道路橋りょう費                      道路建設課（内線７３５８） 
  ３目 道路橋りょう新設改良費                              （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）単県道路調
査費 
[一般公共事業] 

 
 
10,000 

 

 
 

0 
 

 
 

10,000 
 

 
 

 

 

 

 
 

10,000 
 

 

トータルコスト 14,753千円（前年度 0千円）[正職員0.6人] 

主な業務内容 設計積算、入札・契約の締結、委託監督、国交省・鳥取市との調整 

工程表の政策目標(指

標) 
－ 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

・山陰近畿自動車道（鳥取県鳥取市～京都府宮津市）のうち、鳥取～覚寺間（通称：南北線）の国

による事業化に先立ち、令和２年度に都市計画手続きが開始された。 

・南北線（延長約７ｋｍ）は山陰道及び鳥取道の結節点となり、陸・海・空の広域的なネットワー

クが結ばれ、地域交流・連携の促進が期待されるが、その効果を最大限に発揮するため、南北線

整備後の東部管内における現況道路の問題点等を整理し、道路網の将来構想を検討する必要があ

る。 

２ 主な事業内容 

・南北線は都市計画手続中であるが、ルート帯とIC（インターチェンジ）計画が示されている。 

・南北線は鳥取市街地を南北に縦断するもので、インターチェンジ周辺に新たな交通の流れが発生

することから、整備後の既設道路の交通量予測を行い、課題整理を行う。 

・さらに、圏域の利便性向上と渋滞緩和等から必要に応じてICアクセス道路（整備必要箇所）の路

線選定等の基礎的な検討を行う。 

３ 事業目標、取組状況、改善点 

・都市計画素案の公表、パブリックコメント、各種説明会及び公聴会を令和２年１０月までに実施

したところである。 

・地域の将来像や課題解決に向けて市民や関係者の意見を踏まえ、南北線の効果を最大限発揮する

計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）起債欄の＜ ＞書きは交付税措置額を除いた額である。 
    県費負担額は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 

８款 土木費 
 ４項 港湾費                          空港港湾課（内線７３８０） 
  ２目 港湾建設費                                     （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）社会資本整備
総合交付金（港湾） 

20,700 0 20,700 6,900 
〈6,000〉

12,000 
 1,800 

県費負担 

7,800 

トータルコスト  23,868千円（前年度 0千円）［正職員：0.4人］ 

主な業務内容 地元説明、工事発注、監督業務、関係機関調整 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

鳥取港千代地区８号岸壁は昭和62年に建設され、供用開始から33年が経過している。近年は、全国的

にスケールメリットを活かした輸送コスト削減のため、船舶大型化が進み、鳥取港を利用する船舶も大

型化してきているが、当該岸壁は水深不足により入港できる船舶が限られた状態となっている。 

また、現在の岸壁水深のままで係留できる1,000DWT※級船舶は数が少なく、配船できない状態となれ

ば、企業活動に重大な影響が発生するため、早急に岸壁水深を深くするための整備を行うもの。 

 ※DWT：Deadweight tonnageの略語。載貨重量トン数。 

 

２ 主な事業内容 

〇８号岸壁増深（－５．０ｍ → －６．５ｍ） 

  ・事業期間 ：令和３年度～令和６年度 

  ・全体事業費：C=300,000千円 

（Ｒ３:20,700千円 Ｒ４:79,300千円 Ｒ５:100,000千円 Ｒ６：100,000千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

令和２年度の港湾計画改訂により、港湾計画の中に８号岸壁の増深（－５．０ｍ → －６．５ｍ） 

を位置付けた。令和３年度以降は、港湾計画に基づいて整備事業を進め、早期完成を目指す。 

・令和２年３月    鳥取港長期検討策定 

・令和２年10月19日 鳥取県地方港湾審議会にて港湾計画改訂を諮問、承認される。 

・令和２年11月26日 国土交通省交通政策審議会第80回港湾分科会にて港湾計画改訂を諮問、承 

認される。 

 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。 
   県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 

鳥取港 8号岸壁位置図 

現状では、企業が一般的に利用している 3,000DWT 級

の船舶に対し、1,000DWT 級しか入港できない。 

現在８号岸壁に入港している船舶（1,000DWT 級） 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                        危機管理政策課（内線：７５８４） 

１目 防災総務費                                                     （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

積極的避難推進事

業 
1,224 1,224 0    1,224 

 

 

トータルコスト 3,600 千円（前年度 2,798 千円）［正職員：0.3 人］ 

主な業務内容 ワークショップ等の開催準備、取組の成果取りまとめ等 

工程表の政策目標 

(指標) 
－ 

事業内容の説明 
 

１ 事業の目的・概要 

近年激甚化している豪雨災害において、住民が適時適切に避難することの重要性は再認識されていると

ころであるが、一方で、市町村が発出する避難情報が、必ずしも住民の避難行動につながっていないこと

は全国的に課題となっている。 

住民避難を具体化していくための対策として、住民が「いつ」避難するか判断する目安（＝避難スイッ

チ）を決める取組をモデル的に実施し、その内容を波及展開することを通じて、広く県民の避難に関する

意識醸成を目指す。 

 

 

２ 主な事業内容 

「避難スイッチ」を提唱している有識者（京都大学防災研究所教授等）の助言・指導のもと、「避難スイ

ッチ」を決めるためのワークショップやまちあるき等を地区単位又は要配慮者施設単位でモデル的に進め、

それぞれの「避難スイッチ」を決めるとともにその成果を取りまとめ、市町村等と共有する。 

・対象地区（対象施設）：東部・中部・西部で１箇所、計３箇所程度を想定。  

※変更点：令和３年度は自治会や町内会など地区単位の取組のほか、浸水想定区域内の要配慮者 

利用施設の取組についても対象とする。 

（東部に関しては、「大路川流域モデル地区」の流域治水の取組とも連携） 

・募集方法：市町村を通じて募集する。要配慮者利用施設については、施設所管課（福祉保健部関係課

等）とも連携して掘り起こしを行う。 

 

※必要経費：講師の謝金・旅費、冊子印刷代 

 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

住民自ら「いつ」避難するかの目安を決める取組をモデル的に実施し、その波及展開を通じて、多くの

住民が主体的に避難できるようになることを目標とする。 
 

（２）取組状況・改善点 

令和２年度はコロナ禍であったことから、ワークショップでの講師からの助言や指導はリモートによ

る web 会議システムを活用して行ったところであり、令和３年度も引き続き実施手法は柔軟に対応する。 

また、取組成果は冊子等で取りまとめ、波及展開のために活用する。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                        危機管理政策課（内線：７８９２） 

１目 防災総務費                                                     （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）鳥取県災害福

祉支援センター設

置事業～災害時に

備えた平時からの

福祉支援活動への

体制強化～ 

15,561 11,528 4,033    15,561 
 

 

トータルコスト 19,522 千円（前年度 13,071 千円）［正職員：0.5 人］ 

主な業務内容 委託事務（契約事務、支払、実地検査、検査通知）、関係課との連携体制づくり、 

関係団体との調整 

工程表の政策目標 

(指標) 

－ 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

○鳥取県西部地震から 20年、鳥取県中部地震から 5年を迎え、これまでの被災者支援等を踏まえ、全国に

先駆けて『鳥取県災害福祉支援センター（仮称）』を県が設置（県社会福祉協議会内）し、災害ケースマ

ネジメントを全県展開し、災害に強い地域づくりを進めるとともに、ＳＤＧｓの理念にもある「誰一人

取り残さない持続可能な地域社会づくり」に取り組む。 

○災害に備え平時からの体制整備を進めるとともに、発災後、被災市町村における被災者支援活動につい

て、県内圏域等への広域支援の体制を整備する。 

○県民が「災害」について考え、地域における課題を自分のこととして捉え、そして、みんなが自分の行動

を起こす“力”を高めることで、地域福祉の向上につなげる仕組みづくりを進める。 

 

２ 主な事業内容 

○センターの主な機能 

・災害ケースマネジメントの普及（啓発研修、普及に関する検討会） 

・ＤＣＡＴ(*)の組成と研修（基礎・スキルアップ研修、関係機関連絡会） 

・広域支援のための応援職員体制の整備（DCAT 等派遣に関する応援、受援円滑化検討会） 

・災害時において、地域での見守り活動や生活復興支援に取り組んだ経験のある団体等との連携 

・支え愛マップづくりに取組む地域住民の防災活動への協力・支援 

○専門職員の配置 

災害ケースマネジメントや要配慮者の避難生活移行の福祉等体制づくりに取組む専門職員を配置する。 

 *)災害時福祉支援チームのことで、鳥取県 DCAT は介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門員等の福祉

専門職で構成。ＤＷＡＴと記載されることもある。 

 

３ 事業目標 

（１）鳥取県内における災害ケースマネジメントの普及 

鳥取県中部地震を端緒として始まった「災害ケースマネジメント」の取組を県内の各市町村、関係団

体等に認知していただき、発災後の早急な復旧活動につなげていく。 

（２）広域的な応援体制の整備 

発災後に、他市町村や他県から職員の応援を受けるため、日ごろからの関係構築や受入れ体制の整備

を行う。 

 

  ※令和２年度の住民避難体制整備総合事業を一部組み替えて、新規事業とした。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
２款 総務費                               

６項 防災費                         危機管理政策課（内線：７８９４） 

１目 防災総務費                               （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

広域支援体制整備

総合事業 

債務負担行為 
5,209 

 
14,720 

債務負担行為 
4,316 

 
1,203 

債務負担行為 
893 
 
13,517 

 

 

4,994 

  

債務負担行為 
5,209 

 
9,726 

 

 

トータルコスト 17,096 千円（前年度 2,777 千円）［正職員：0.3 人］ 

主な業務内容 
研修会開催調整等 広域災害支援に係る連携、調整、訓練等（平時対応） 新潟大学災
害・復興科学研究所と連携した積雪分布監視システムの設置   

工程表の政策目標 
(指標) 

－ 

事業内容の説明                         【｢地方創生推進交付金｣充当事業】 

１ 事業の目的・概要 

他都道府県の被災地への支援に当たって、支援先の都道府県や市町村の被害状況や人的支援・物的支援

のニーズを把握する情報連絡員（リエゾン）を発災当初から派遣するため、今後も頻発すると見込まれる

自然災害に円滑に対応できる環境を整備するとともに、新潟大学と連携した「準リアルタイム積雪分布監

視システム(*)」の精度向上を図り、積雪時の災害対応、県外からの受援に資する情報収集、発信体制を整

える。 

*)準リアルタイム積雪分布監視システムとは、新潟大学が各機関から提供される積雪深データを解析し、

毎日午前 9 時の積雪深とその前日差、時間単位の積雪深等を地図上に表示するもの。（データ解析に

１時間程度を要するので、“準リアルタイム”としている。） 

２ 主な事業内容                                 （単位：千円） 

 項目 内容 予算額 
前年度 
予算額 

前年度から 
の変更点 

１ 発災後、即時に派遣され

るリエゾンに必要不可欠

な携行品等の整備 

 被災地への移動のための公用車の借り上げ（使

用料及び賃借料） 

※長期契約に係る債務負担行為5,209千円 

  999 1,003 車両更新 

２ リエゾン職員研修  外部講師やリエゾン経験者による研修会を開催

し、職員のリエゾン業務に対する習熟を図り、人

材の育成を図る（講師の報償費、特別旅費） 

  200  200  

３ 職員派遣に当たっての

感染症対策の強化 

 派遣職員の派遣前後のPCR検査経費（委託料） 

※災害時の広域支援職員等100名分 

 2,821 － 新規事業 

４ 新潟大学災害・復興科

学研究所と連携した積雪

分布監視システムの精度

向上 

 「準リアルタイム積雪分布監視システム」の精度

向上を図るための積雪深計を本県内に設置す

る経費（委託料） 35か所分 

※国の地方創生推進交付金を活用見込み 

10,700 － 新規事業 

計 14,720  1,203  

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

 様々な災害に対応できる体制を構築、維持する。 

（２）これまでの取組状況 

 令和元～２年度にリエゾン携行品として、モバイルパソコン等２組の整備を行った。 

 県外派遣リエゾン用マニュアルを令和２年３月に策定し、令和２年７月に新型コロナ感染症対策マニ

ュアル（暫定版）を策定。 

 新型コロナ禍の状況を考慮して令和元年度の職員研修開催は見合わせ。（令和２年度はリモート開催

予定） 

（３）改善点 

 応援職員派遣に係る感染症対策（ＰＣＲ検査）を実施する。 

 新潟大学が特に知見を有する雪害について、本県の災害対応への応用、活用を図る。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                       危機対策・情報課（内線：７８７８）  

１目 防災総務費                                                    （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

防災力向上事業 4,080 5,519 △1,439    4,080 
 

 

トータルコスト 19,922 千円（前年度 31,490 千円）［正職員：2人］ 

主な業務内容 防災フェスタの開催 職員の訓練・研修の実施 

工程表の政策目標 

(指標) 

防災フェスタ等の各種訓練を効果的に実施する。ただし、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止に十分配慮する。 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

県民の防災意識及び自助・共助の重要性への認識を高めるため防災フェスタを実施するとともに、組織

及び職員の災害対応能力の習熟・向上を図るための訓練・研修を実施する。 

 

２ 主な事業内容 

（１）防災フェスタ（鳥取県総合防災訓練）の実施 

多くの県民に防災意識の啓発や、自助・共助の取組促進を図るため、県民がオープンに参加し、楽しみ

ながら自ら知る、見る、体験できる総合防災訓練として「とっとり防災フェスタ」を実施する。 

ア 時期・場所  令和３年秋（９月頃)に県西部地区で開催を予定 

※R2年度に西部開催で計画していたが、新型コロナ感染症の影響のため 1年延期 

イ 主な内容 

（ア）防災関係機関等の訓練 

自衛隊、海上保安庁、警察及び消防機関、日本赤十字社等による救出訓練と関係機関が参加して

の災害対応連携訓練等。 

（イ）地域住民や自主防災組織との連携 

自主防災組織等と連携し、避難所の開設・運営訓練、ハザードマップの確認（街歩き）等を実施。 

（ウ）体験型・参加型企画による防災意識の醸成 

・防災体験学習展示（起震車、降雨体験機、資機材等）、防災機関の車両展示・体験搭乗等 

・救急救命講習（AED 講習含む）、水消火器による初期消火の練習 

・避難所運営訓練（炊き出し訓練、ダンボールベッド組み立て設置、避難所運営ゲーム体験等） 

・防災意識の啓発につながるステージ企画（広報、演奏、催し等）、クイズラリー等 

（２）その他訓練・研修等の実施 

災害対応能力の習熟・向上のため訓練や研修、派遣体制の整備等を実施する。 

・県災害対策本部等を設置・運営する訓練 

・県内外の被災地へ派遣し支援を行う「職員災害応援隊」の体制整備 

・「災害時市町村支援チーム」（県の幹部職員や専門知識を有する職員等で構成）の体制整備 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

防災フェスタについては、市町村、関係機関、地域住民とも連携して、県民の防災意識啓発につながる

催しとする。その他防災訓練等については、組織・個人の対応能力を向上させるため、計画的に訓練等を

実施する。また、訓練等の機会を通じて、防災関係機関との円滑な関係性を確保する。 

（２）取組状況 

防災フェスタについては、企画段階から市町村、関係機関等とも協議を重ね、より関心が高まり、実施

効果が高まるよう努めている。 

（３）改善点 

防災フェスタへの中高生世代の参加・参画が増加するよう、県の関係部局や市町村と連携を図る。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

２款 総務費                               
６項 防災費                           危機対策・情報課（内線：７７８９） 
１目 防災総務費                                  （単位：千円） 

（注）起債欄の< >書きは交付税措置額を除いた額である。 

    備考欄の県費負担額は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 

 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）地域衛星通信ネッ

トワーク更新事業 

 

43,078 

 

0 

 

43,078 

 

0 

<12,900> 

43,000 

 

0 

 

78 

県費負担 

12,978 

トータルコスト 45,454 千円（前年度 0 千円）［正職員：0.3 人］ 

主な業務内容 衛星系防災行政無線の更新工事に係る実施設計委託 

工程表の政策目標(指標) 危機管理情報システム環境の整備 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

災害時等において、県内機関や市町村、消防局、国等と情報伝達・収集を行うための通信手段である防災行政

無線は運用開始から１５年が経過して耐用年数を越え、年々保守部品の入手が困難になり、故障時の復旧にも時

間を要する状況であるとともに、最悪の場合、使用不能になる可能性が高くなってきている。 

災害等緊急時に確実に情報伝達手段を確保できるよう衛星系防災行政無線設備を更新する。 

２ 主な事業内容 

（１）事業内容 

本県の衛星系防災行政無線は地域衛星通信ネットワークにおいて第２世代システムと呼ばれる機器を使用し

ているが、令和３年度から運用開始予定の次世代システム（第３世代）に更新する。（第２期整備） 

次世代システムは機器仕様の変更により機器が小型化しているとともに、整備費用の大幅な削減が図られて

いる。また、映像では画質の向上、配信チャンネルの増加が行われる。 

（２）整備スケジュール及び経費 
 工事内容 項目 整備年度 金額（千円） 備 考 

第１期 
整備（施工中） 

一斉指令系機器、
交換機系機器等 

実施設計 H30 １４，５０１ 実施額 

整備工事 H31～R2 ７１２，５２８ 実施予定額 

第２期 
整備 

衛星系通信機器 
（ｱﾝﾃﾅ、送受信
機、映像装置等） 

実施設計 R3 ４３，０７８ （今回予算） 

R4～5 で整備工事を行う予定 

※財源は、緊急防災・減災事業債を活用（充当率１００％、うち交付税措置率７０％） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

災害時に備え、衛星系及び地上系設備により相互補完する情報伝達システムの構築を図る。 

（２）取組状況・改善点 

平成１７～１８年度に衛星系整備を行い、地上回線と相互に補完し合うシステムを構築。衛星系設備の内、

一斉指令システムは令和元～２年度に先行して更新（第１期整備）。今回、衛星系機器の更新を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
鳥取県 他県 

 【次世代システムの特長】 

・通信回線容量の増強 

・大雨でも通信が途切れにくい 

・高画質映像伝送 

・インターネット利用が可能 等 

【イメージ図】 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                        危機対策・情報課（内線：７９５０） 

１目 防災総務費                               （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

災害情報等共有基

盤形成事業 
10,201 11,440 △1,239 500   9,701 

 

 

トータルコスト 22,083 千円（前年度 12,227 千円）［正職員：1.5 人］ 

主な業務内容 各種サービスを利用した危機管理情報の共有 
工程表の政策目標 
(指標) 

－ 

事業内容の説明           【｢新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金｣充当事業】 

１ 事業の目的・概要 

ウイズコロナ時代の災害対応を実現するために情報通信技術をさらに活用して効率的な危機管理情報の

収集・共有、関係者との連携強化を図るとともに県内外を問わず防災・危機管理事案について２４時間対

応するため民間事業者の危機管理情報集約・共有サービスを利用する。 

 

２ 主な事業内容 

事業名 事業内容 事業費（千円） 

（１）ＬＩＮＥと

地図を活用した被

害情報集約事業 

【新規】 

県、市町村、消防団等から LINE(*)を通じて災害情報（写真、説

明、位置）を収集し、AI（人工知能）が分析・集約した情報を電

子地図上で表示することで、迅速な災害対応につなげる。 

（広島県連携関連） 

４，８８１ 

(０) 

（２）広域災害情

報共有基盤整備事

業【新規】 

災害情報を全国レベルで共有し、円滑な広域支援につなげるた

め、全国的に一元化の取り組みが見られる基盤的防災情報流通ネ

ットワークに参画し、インターネット上で避難、被害情報等のデ

ータを送受信するシステムを構築する。（中国５県連携関連） 

２００ 

(０) 

（３）ウイズコロ

ナ時代の新しい災

害対応ツール活用

事業【新規】 

大規模災害時における県、市町村の対応職員、他県、消防等の様

々な機関の対応要員と三密を回避した上で、関係者の円滑・即時

な情報共有を可能とするため、インターネットによるコミュニケ

ーションサービスを活用する。 

５００ 

(０） 

（４）防災・危機管

理情報集約・共有

サービス利用事業 

【継続】 

民間団体が提供する危機管理情報サービスを活用し、県・県内市

町村等の防災・危機管理情報の集約・共有体制の強化・効率化を

図る。 

４，６２０ 

(７，１２８) 

なお、気象予測支援サービス利用事業（昨年度予算額：４，３１２千円）は廃止 

*) LINE：スマホやパソコン等で利用者同士がインターネット回線を通じて、対話形式等で情報のやりと

りができるサービス 

 

３ 事業目標 

災害・危機管理対応にあたる様々な関係者が適切な情報通信技術を活用して、被害、支援情報を時間や

場所にとらわれず共有することで、防災、減災のスピードと質の向上を図る。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

２款 総務費 
６項 防災費                           消防防災課（内線：７０８２） 
１目 防災総務費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 国 庫 
支出金 

起債 その他 一般 
財源 

（新）とっとり災害記録

・体験伝承事業 

 
5,411 

 
0 5,411   

 
5,411  

トータルコスト 6,995 千円（前年度 0千円）[正職員：0.2 人] 
主な業務内容 委託契約事務、関係者等との調整、派遣等の事務手続き 
工程表の政策目標(指標) 地域防災力の向上、防災意識の啓発 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 
  鳥取県では、近年、平成１２年１０月６日の鳥取県西部地震、平成２８年１０月２１日の鳥取県中

部地震の二度の大きな地震を経験した。これらの震災では、ボランティア等による支援に加え、住民
同士の助けあいによる、鳥取県ならではの人と人、人と地域との絆の強さが発揮され、地域住民によ
る「自助・共助」の取組が改めて見直されるきっかけとなった。 

  これらの貴重な体験や取組を後世に伝承するとともに、過去の経験から学び、近年相次いで発生し
ている自然災害に備えるため、県民の防災意識の高揚を図る。 

 
２ 主な事業内容 
（１）災害記録映像等制作事業（4,861 千円） 

鳥取県西部地震、鳥取県中部地震の記録を映像化するとともに、当時の写真、報道、記録誌等を
インターネット上で見られるようにし、幅広い層の県民が鳥取県のこれまでの災害についての記憶
や記録に触れることができるようにする。 

  ［初年度］ 映像等制作経費（委託費）、プロポーザル審査会経費 
   ［次年度以降］ 管理経費 
 
（２）防災知識普及啓発事業 

ア 災害体験者等派遣事業（330 千円） 
  県内の町内会、自治会、自主防災組織等の地域住民や保育、教育現場等に災害体験者等を派遣

し、当時の記録や経験談、災害の知識等を伝える。（派遣者の謝金、旅費） 
イ 周年行事開催事業（220 千円） 
  日野ボランティア・ネットワークが毎年実施している鳥取県西部地震から２１年フォーラムの

開催 
 

※より効果的に鳥取県西部地震の記録等を発信するため、県が設置してきた鳥取県西部地震展示交
流センターの常設展示については終了し、展示物は県・日野町の関連施設等の多拠点で展示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 事業目標 

令和３年度に災害記録ビジュアルコンテンツを制作・公開することにより、災害の経験や教訓の風
化防止と県民の防災意識の高揚を図る。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 
２款 総務費 
６項 防災費                          消防防災課（内線：７０８２） 

２目 消防連絡調整費                            （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 国 庫 
支出金 起債 その他 一般 

財源 

令和３年度全国少年消防

クラブ交流大会開催事業 

 
1,000 

 
1,000 0   

 

 1,000  

トータルコスト 1,792 千円（前年度 1,787 千円）[正職員：0.1 人] 
主な業務内容 交流大会の開催 
工程表の政策目標(指標) － 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 
  将来の地域防災の担い手育成を図るため、消防の実践的な活動を取り入れた訓練等を通じて、他地

域の少年消防クラブ員と親交を深めるとともに、消防団等から災害の教訓や災害への備え等について
学ぶことを目的とした交流大会（全国大会）を鳥取県米子市において開催する。 

（主催：消防庁、共催：鳥取県、米子市、公益財団法人鳥取県消防協会、公益財団法人日本消防協会、
一般財団法人日本防火・防災協会） 

 
２ 主な事業内容 

令和３年度全国少年消防クラブ交流大会を鳥取県米子市において開催する。 
開催に要する経費は、原則として、消防庁及び協力団体が負担するが、開催自治体は、県内関係機

関への協力要請や追加機材の準備等に係る経費を負担する。（負担割合：鳥取県 1/2、米子市 1/2） 
    

＜令和３年度全国少年消防クラブ交流大会の概要＞  令和２年度の開催規模で想定した場合 
・開催時期 令和３年９月 
・開催場所 米子市内（東山運動公園、他） 
・参加人数 全国の少年消防クラブ５０クラブ３５０名程度 
・主な内容 （１日目）クラブ紹介、（２日目）合同訓練、避難所体験、（３日目）地元消防団等との

交流 
 

（参考）直近の開催実績 
  令和２年度 鳥取県米子市（中止）、令和元年度 徳島県徳島市、平成３０年度 千葉県浦安市、 

平成２９年度 徳島県徳島市 
 
３ 背景 

令和２年度に米子市開催（令和２年９月１９日（土）～２１日（月・祝））を予定していたが、新
型コロナウイルス感染症の拡大状況により消防庁が中止を判断され、令和３年度、改めて米子市開催
の方向で推進しているもの。 

 
４ 事業目標・取組状況・改善点 

本県では、平成２９年度より消防庁事業を活用し、少年消防クラブの結成を促進しているところで
あり、この度、中国地方初となる全国大会の開催と、そこで活躍する全国の少年消防クラブ員の姿は、
次代を担う子どもをはじめ県民の関心を引くものであり、今後、少年消防クラブの結成等の加速化に
繋がることが期待される。 

  更に、本交流大会の開催を通じて、県内消防団等が得た知識やネットワーク及び県民の防災意識の
高揚を、子どもや保護者をはじめ県民が自主防災組織や消防団等に加入する契機にするとともに、地
域の防災活動への積極的な参画に繋げる。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 

 

２款 総務費                               

６項 防災費                          消防防災課（内線：７０８２） 

１目 防災総務費                                                     （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県防災・危機管

理対策交付金事業 
68,500 68,500 0    68,500 

 

 

トータルコスト 70,876 千円（前年度 70,861 千円）［正職員：0.3 人］ 

主な業務内容 地域防災力を向上させるための政策促進、交付金交付事務 

工程表の政策目標 

(指標) 

防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、消防団の充実・強化、住民主体
の防災体制構築 

事業内容の説明 
 

１ 事業の目的・概要 

鳥取県中部地震の教訓等を踏まえ、自助・共助を担う住民等による自主防災活動や市町村による防

災・減災対策を促進するため、市町村が行う防災及び危機管理に関する事業に対して、鳥取県防災・

危機管理対策交付金により支援を行う。 
 

２ 主な事業内容 

次の（１）特別枠及び（２）事業割により算定した額の合計額を市町村に交付する。ただし、（１）

及び（２）で算定した額と対象事業費の１／２の額のいずれか低い額を上限とする。 

（１）特別枠（２７，０００千円） 

事業内容の審査により、鳥取県中部地震の教訓等を踏まえた取組として適切なものであると認め

られた事業に対し、１事業３００万円を上限額として交付金を交付する。 

＜事業例＞ 

鳥取県中部地震の教訓を踏まえた事業、緊急情報伝達事業、豪雨災害対策事業、県民運動・女性

防災活動推進事業、消防団への加入促進事業、自主防災活動の活性化事業、自主防災組織の組織

率向上に特別に取り組む事業 

（２）事業割（４１，５００千円） 

ア 消防団を強化する事業（１０，３７５千円） 

＜事業例＞ 

消防団員の能力向上、団員の確保、救助資機材の整備、女性が消防団活動に参画しやすい環境

整備等 

イ 自主防災組織を強化する事業（１４，５２５千円） 

＜事業例＞ 

自主防災組織の発足の推進、運営の強化、避難訓練その他の防災訓練の実施等 

ウ 住民が主体となった防災体制の構築を推進する事業（１４，５２５千円） 

＜事業例＞ 

    消防団員及び自主防災組織役員以外の者の防災活動への参画推進、住民が行う防災研修会又は

防災訓練、地縁団体による資機材の整備、住民の防災情報の入手手段の整備、要支援者ごとの

避難支援計画の作成等 

エ 調整枠（２，０７５千円） 

    市町村の対象事業費が算定額を超えた場合、それに応じて按分。 

    事業割（特別枠、調整枠以外）の総額が予算で定める額に満たない場合、その差額を調整枠に

加算する。 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

市町村による防災・減災対策促進を目標として、鳥取県防災・危機管理対策交付金を交付する。 

本交付金により各市町村がその市町村の優先する課題に取り組むことができ、地域の実情を踏まえ

た防災体制構築の取り組みが促進されている。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

２款 総務費 
６項 防災費                           消防防災課（内線：７０８２） 

１目 防災総務費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 国 庫 
支出金 

起債 その他 一般 
財源 

地域防災リーダー養成事

業 

 
4,540 

 
4,539 1   

<雑入> 

3,569 971  

トータルコスト 8,501 千円（前年度 8,474 千円）[正職員：0.5 人] 
主な業務内容 防災士養成研修、スキルアップ研修の開催 
工程表の政策目標(指標) 防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、住民主体の防災体制構築 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 
  鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、防災士をはじめとする地域防災リーダーの養成とスキルアップに

ついて、当面、５年間（平成２９年度～令和３年度）実施する予定である。 
 
２ 主な事業内容 
（１）防災士養成研修（3,850 千円） 
   ・対象者 自主防災組織の構成員、消防団員、県・市町村職員等 約２２０名（２回の合計） 
  ・場 所 県中部、県西部 ※各１回 
   ※開催経費については、受講者に負担を求める。 
   ※防災士について 

「自助」、「共助」、「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動を期待 
され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を習得したことをＮＰＯ法人日本防災士機構
が認証した者。令和２年１１月末現在、県内で１，１２０名が登録されている（全国：２００，
０２２名）。 

 
（２）スキルアップ研修（690 千円） 
  ・対象者 自主防災組織構成員、消防団員、防災士や市町村独自認定の防災指導員等の防災リーダ

ー等 
  ・場 所 県東部、県中部、県西部（３箇所） 
  ・内 容 防災に関する知識、スキル等を向上する講義のほか、地図を活用して災害が発生する状

況を想定する災害図上訓練等の演習により、自主防災組織の活動内容やそれを実施する
うえでのリーダーの役割について参加者同士で話し合い、市町村や消防局、消防団、自
主防災組織等による具体の連携等を検討する訓練などを行う。 

  ・特 色 外部講師の招聘等により、防災リーダーに必要な知識や技能を高める実践的研修とする。 
 
（３）職員災害応援隊等防災士資格取得事業 
   職員災害応援隊や危機管理局職員が、被災地において的確な救援活動等を行うとともに、地域住

民等の防災意識を高めるためのノウハウを習得するため、防災士の資格を取得する（１５名程度養
成）。 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

防災士をはじめとする地域防災リーダーの養成とスキルアップを行う（令和３年度：県内防災士認
証者数 200 名程度、リーダー研修受講者数 100 名程度）。 

  平成２８年１０月に発生した鳥取県中部地震において、住民相互の支え合いによる安否確認や避難
支援などの住民主体の防災活動（共助）が、地域の防災リーダー主導のもとで行われるなど、防災リ
ーダーを中心とした共助の重要性が再認識されたことから、防災士の養成や地域防災リーダーのスキ
ルアップを平成２９年度から５年間集中的に行っている。 

  令和元年度より、県内の防災士登録者の更なる増加のために、防災士養成研修を県内２箇所（１箇
所追加）で開催している。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

２款 総務費   
６項 防災費                           消防防災課（内線：７０８２） 

１目 防災総務費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 国 庫 
支出金 

起債 その他 一般 
財源 

自主防災組織新規設立支

援事業 

 
1,500 

 
3,000 △1,500   

 
1,500  

トータルコスト 3,084 千円（前年度 4,574 千円）[正職員：0.2 人] 
主な業務内容 補助金交付事務 
工程表の政策目標(指標) 防災・減災の県民活動の推進、自主防災組織の拡充、住民主体の防災体制構築 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 
  近年相次いで発生している集中豪雨、台風、大雪等の自然災害や地震災害等に備え、その被害を軽
減するためには、早急に、県内全ての地域において自主防災組織をカバーすることが必須である。 

  一方、担い手の減少や住民の防災意識が高まっていないなど、様々な理由により自主防災組織の組
織されていない地域があり、その組織化には、自主防災活動アドバイザー等の活用や、各地域におけ
る新規設立に至ったノウハウの横展開が効果的であり、県が率先して市町村の自主防災組織の設立支
援を行うことで、自主防災組織の組織化の促進を図る。 

  なお、本事業は、事業期間を令和２年度～令和３年度とし、短期集中的に実施する。 
 
２ 主な事業内容 

県自主防災活動アドバイザー等の支援を受け、住民の防災意識の醸成や防災資機材等の整備を行
い、新たに自主防災組織等を設立する市町村を支援する。 

  ・補助対象者：市町村 
  ・補 助 率：１／２ 
  ・補助限度額：150 千円（１組織当たり） 
  ・補助対象経費：資機材整備費、研修会費、活動・訓練費等 
 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

県内全ての地域で自主防災組織をカバーすることを目指し補助金の活用 10件を目標とする。 
令和２年度は、米子市において自主防災組織が１組織（市組織率が約 0.1％向上）、若桜町におい

て自主防災組織が２組織（町組織率が約 6％向上）結成され、本補助金を活用して資機材を整備した。
新型コロナウイルス感染症の影響により、新規結成に向けた動きが低調であるが、引き続き、市町村
と連携して自主防災組織率の向上を図る。 

 
（参考）鳥取県の自主防災組織率の現況と推移 

 （単位：％）    
年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2※ 
鳥取県 69.6 71.2 78.8 80.4 82.0 83.8 85.7 88.1 92.3 
全国平均 77.4 77.9 80.0 81.0 81.7 82.7 83.2 84.1 84.3 
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３款 民生費 
１項 社会福祉費                         長寿社会課（内線：７１７８） 

  ４目 老人福祉費                               （単位：千円） 
事 業 名 本年度 前年度 比較 財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）地域介護・福祉空間
整備等施設整備交付金 52,635 0 52,635 36,756 

<7,500> 
15,000          879 

県費負担 
8,379 

トータルコスト 53,427千円（前年度 0千円）[正職員：0.1人] 

主な業務内容 申請書類の審査、交付決定、補助金の支払い等 

工程表の政策目標（指標） － 
事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、都道府県及び市町村が作成する整備計画に基づき、
介護施設等における非常用自家発電設備等の整備を促進するための支援を行う。 

 
２ 主な事業内容 
（１）高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業 

高齢者施設等が、災害による停電時に施設機能を維持するための電力を確保できるよう、非常用自家発
電設備の整備に要する経費を支援する。 

補助対象施設 施設数 事業費 補助率 予算額 
特別養護老人ホーム 1 27,863千円  

3/4 
20,897千円 

介護老人保健施設 1 35,651千円 26,738千円 

合計 2 63,514千円 47,635千円 

  ※負担割合：国：1/2、県：1/4、事業者：1/4 
 
（２）換気設備設置事業    

定期的に換気が出来るよう、換気設備の設置に必要な経費を支援する。 
補助対象施設 施設数 補助率 予算額 

特別養護老人ホーム １ 定額補助 5,000千円 

  ※負担割合：国10/10 
 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

・平成元年に成立した「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」に基づく交 
付金を活用し、都道府県及び市町村が策定した先進的事業整備計画に基づく事業を実施し、介護施設等 
における非常用自家発電設備等の整備促進を図る。 

・令和２年度に、非常用自家発電設備を４箇所整備した。 

（注）起債欄の上段< >書きは交付税措置を除いた額である。 
   備考欄の県費負担は、起債欄の< >書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。
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４款 衛生費 

４項 医薬費                             医療政策課（内線：７２２８） 

２目 医務費                                     （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）訓練実

施事業 

 

4,840 

 

4,840 

 

0 

 

625 
  

 

4,215 

 

トータルコスト 10,385千円（前年度10,349千円）〔正職員：0.7人〕 

主な業務内容 会議開催、連絡調整、訓練実施事務 

工程表の政策目標(指標) 安心安全な医療提供体制の構築 

事業内容の説明                  

  

１ 事業の目的・概要 

中国ブロック内で大規模地震が発生した場合に、迅速・効果的な広域災害医療体制が確保できるよう、中 

国ブロック５県の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）及び関係機関が合同訓練を実施し、緊密な連携強化を図 

る。 

 

２ 主な事業内容 

中国地区ＤＭＡＴ連絡協議会実働訓練実施事業 4,840千円 

  毎年度中国５県が持ち回りで「中国地区ＤＭＡＴ連絡協議会実働訓練」を実施しているが、令和３年度は鳥

取県が担当県であるため、当該訓練を本県で開催する。 

・事業主体：県 

・対象経費：訓練事業に必要な経費（報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料） 

・財  源：国定額 

   

＜訓練概要＞ 

(１)主  催  

中国地区ＤＭＡＴ連絡協議会（Ｒ３担当県は鳥取県） 

(２)参加者（ＤＭＡＴ）  

   プレーヤー：約50機関300名、コントローラー：約30機関40名  

※機関はプレイヤーとコントローラーで一部重複 

(３)訓練開催日  

令和３年10月22日（金）、23日（土）、24日（日） 

(４)訓練場所  県内全域及び県周辺高速道路サービスエリア等 

(５)主な訓練内容 

   ＤＭＡＴ調整本部設置運営訓練、参集拠点設置運営訓練、活動拠点本部設置運営訓練、病院支援訓練 

   局地災害対応訓練、ＳＣＵ設置・運営訓練、ロジスティクス訓練、関係会議（意見交換会、実働訓練検 

証会） 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・実災害を想定した訓練を実施することによりＤＭＡＴ隊員の技術向上を図り、医療機関においても災害医

療に対するスキルアップに繋げる。 

・毎年度中国５県が持ち回りで実働訓練を行っており、災害発生時に速やかに支援する体制を強化している。 

   

314



令和３年度一般会計当初予算説明資料 
 

４款 衛生費 

４項 医薬費                            医療政策課（内線：７２２８） 

２目 医務費                                  （単位：千円） 

事 業 名      本年度 前年度 比較 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

原子力災害医療体制整

備事業 
 

21,322 

 

21,322 

 

0 

 

21,322 
  

 

 

 

トータルコスト 24,490千円（前年度24,470千円）〔正職員：0.4人〕 

主な業務内容 国への交付金申請事務、研修会の開催、資器材の校正事務 

工程表の政策目標(指標) ― 

事業内容の説明                  

  

１ 事業の目的・概要 

  原子力災害時の医療活動に必要な放射線測定器の維持管理及び、医療従事者等に対する研修を実施し、原 

子力災害医療の体制整備を図る。 

 

２ 主な事業内容 

（１）放射線測定機器の校正 10,047千円 

   県が原子力災害医療機関に整備した放射線測定器等（ホールボディカウンタ、ＧＭ管サーベイメータ、個

人線量計等）の校正を実施する。 

   ・原子力災害拠点病院 ２病院、原子力災害医療協力機関 14病院 

（２）原子力災害医療研修の実施 4,519千円 

   原子力災害医療に関する知識と技能の向上を図るため、医療関係者等を対象とした研修を実施する。 

   ・対象：医師、看護師、放射線技師、消防士、自衛隊員、県・市町村職員等 

   ・内容：放射線測定器の取扱い、汚染傷病者の搬送・受入 等 

（３）鳥取県原子力発電施設等緊急時安全対策費補助金 6,656千円 

   放射線防護対策設備の定期点検及び放射線測定機器の校正を実施する医療機関に補助を行う。 

   ・実 施 主 体 ：鳥取県済生会境港総合病院、鳥取大学医学部附属病院 

   ・補 助 率 ：10/10 

   ・補助対象経費：電気設備・機械設備等の保守点検、放射線測定機器の校正費用 

（４）事務費等 100千円 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・原子力災害時の医療活動に必要となる放射線測定器等を適切に管理し、また、医療従事者等に対する研修の

実施により有事の対応に備える。 

 ・定期的に訓練を行うことにより、医療従事者等の災害対応の習熟度を高め、また、訓練や研修等を実施する

ことにより原子力災害医療に対応できる者を増やす。 
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４款 衛生費 

 ４項 医薬費                            医療・保険課（内線：７２２６、７２０３） 

４目 薬務費                               （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比 較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

原子力災害医療体制整備

事業（安定ヨウ素剤関係） 7,704 6,833 871 7,704    
 

ト ー タ ル コ ス ト  10,080 千円（前年度 9,194 千円）[正職員：0.3 人] 

主 な 業 務 内 容  原子力災害時に安定ヨウ素剤投与を実施できる体制の整備 

工程表の政策目標（指標）  ― 
事業内容の説明 
 

１ 事業の目的・概要 

 島根原子力発電所で原子力事故が発生した場合に、原子力発電所から 30 キロ圏内の住民に対し、放射

性ヨウ素の被ばくを予防するため、安定ヨウ素剤の備蓄及び事前配布を行う。 

 

２ 主な事業内容 

  （１）安定ヨウ素剤の備蓄（緊急配布用）（4,050 千円） 

  （２）安定ヨウ素剤の事前配布（3,604 千円） 

     配布にかかる事前説明会（米子市・境港市）の実施 

     配布スタッフ・医師等の研修、配布資料作成 

     ・対象：事故発生時に一時集結所での安定ヨウ素剤の受取りが困難で希望する者 

  （３）その他（原子力防災訓練における安定ヨウ素剤に係る医療活動訓練）（50千円） 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 

・安定ヨウ素剤の緊急配布体制を整備するとともに、米子市・境港市での事前配布説明会や米子保健所 
での個別配布（通年、予約制）の実施について広報の充実を図ることにより、事前配布を推進する。 
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２款 総務費 

６項 防災費                   原子力環境センター（電話：0858-35-5416） 

１目 防災総務費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

島根原子力発電所に係る環境  
放射能等モニタリング事業 21,251 21,172 79 21,251    

 
 

トータルコスト 46,718 千円（前年度 46,423 千円）［正職員：2.5 人、会計年度任用職員：2人］ 

主な業務内容 平常時モニタリング業務、緊急時モニタリング計画の改定、原子力防災訓練
等、交付金事務 

工程表の政策目標(指標) － 
事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
島根原子力発電所に係る環境放射能モニタリングの拠点施設「鳥取県原子力環境センター」を活用して、

島根原子力発電所 30ｋｍ圏内の環境放射能のモニタリングを行い、平常時の放射線量や環境試料等の放射

能レベルを把握するとともに、センター職員の資質向上のため各種研修等に参加し、人材の育成を行う。 

２ 主な事業内容 
（１）平常時モニタリング（2,970 千円） 

島根原子力発電所周辺地域（ＵＰＺ）において、島根原子力発電所に起因する放射性物質による環境

への影響及び住民の受ける線量等の推定、評価を行うため、毎年度測定計画を定め、大気の粉じんや陸

水、海水等の環境試料を採取し、調査を行う。 

（２）センター職員に係る人材育成（2,104 千円） 

放射能分析研修、専門講習会等に職員を派遣し放射能測定に係る技術の習得及び習熟に努めるととも

に、放射線障害防止法で設置が義務づけられている放射線取扱主任者の資格者を養成する。 

また、原子力施設立地県等の測定機関で構成する「原子力施設等放射能調査機関連絡協議会」へ参加

し、相互の課題を共有するとともに、対応・課題解決につなげる。 

（３）センターの管理運営（16,177 千円） 

測定結果の精度を確保するため、測定機器の点検・校正、クロスチェック等の精度管理を行うととも

に、センター設備の維持管理等を適切に行う。 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 

放射線量や環境試料等の放射能レベルを測定する機器の維持管理及びモニタリング要員の確保、並び

に研修による要員の資質向上により、県民の安心安全を守る体制を維持・強化する。 

 【取組状況・改善点】 

・センター整備と並行して機器整備を進め平成 25 年度から本格的に島根原子力発電所周辺地域での平

常時モニタリングを開始した。測定項目の拡充を図り県民の安心安全を守る体制整備を行ってきた。 

・モニタリング要員への訓練等により、更なる資質向上に努めていく。 
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８款 土木費 

１項 土木管理費                    住まいまちづくり課（内線：７６９７） 

４目 建築指導費                              （単位：千円） 

事 業 名 本年度 前年度 比較 
財  源  内  訳 

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

住宅・建築物耐震化総合 
支援事業 30,482 55,414 △24,932 1,781   28,701 

 

 

トータルコスト 39,195 千円（前年度 64,071 千円）［正職員：1.1 人］ 

主な業務内容 制度設計・周知説明、補助金関係事務、応急危険度判定士関係事務、耐震化支援
環境整備事務、耐震化促進計画関係事務、津波対策支援事業 等 

工程表の政策目標(指標) 住宅、公共施設等建築物の耐震化率を向上させる 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 
  大規模な地震の発生に備え、住宅・建築物の地震に対する安全性の向上を促進するため、耐震診断

から改修まで所要の費用の一部を助成するとともに、耐震対策に必要な人材の育成、その他県民が安
心して耐震化に取り組むことができる環境を総合的に整備する。 

 
２ 主な事業内容 
（１）震災に強いまちづくり促進事業 

昭和 56 年５月 31 日以前（戸建住宅は平成 12 年５月 31日以前）に建築された住宅・建築物の
耐震診断、補強設計及び耐震改修の費用の一部、道沿いの危険なブロック塀等の撤去・改修にか
かる費用の一部を助成する。                       （単位：千円） 

区 分 内 容 予算額 

戸建住宅 
 

補助対象 補助率 負担割合 補助 
上限 国 県 市町村 所有者 

診断（所有者負担無） 10/10 1/2 1/4 1/4 - 134 
診断（所有者負担有） 2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 134 
総合支援
メニュー 

改修設計 
 

1/2 - 1/4 1/4 1/2 
 

120 

耐震改修 4/5 2/5 1/5 1/5 1/5 1,000 
耐震改修 23% 11.5% 5.75% 5.75% 77% 1,000 
除却 23% 11.5% 5.75% 5.75% 77% 822 
耐震シェルター 23% 11.5% 5.75% 5.75% 77% 822 
非構造部
材対策 

避難所等 1/3 1/6 1/12 1/12 2/3 900 
避難所以外 23% 11.5% 5.75% 5.75% 77% 600 

【拡充】屋根瓦耐震対策 1/3 1/6 1/12 1/12 2/3 300 

13,038 

一般建築物 

※補助上限がない場合でも、別途国による面積/ｍ当たり単価の上限あり 

補助対象 補助率 負担割合 補助 
上限 国 県 市町村 所有者 

耐震診断・改修設計 2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 なし※ 
耐震改修・建替・除却 23% 11.5％ 5.75％ 5.75％ 77％ なし※ 

5,535 

ブロック塀 

※48＋0.2Ｌ千円（Ｌはブロックの長さ） 

補助対象 補助率 負担割合 上限 
国 県 市町村 所有者 

診断 診断義務付け 10/10 1/2 1/4 1/4 - あり※ 

除却 診断義務付け 2/5 2/5 1/5 1/5 1/5 400 
避難路沿い 2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 300 
不特定の者が通行 2/3 1/3 1/6 1/6 1/3 150 

改修 診断義務付け 2/5 1/5 1/10 1/10 1/5 250 
避難路沿い 1/3 1/6 1/12 1/12 2/3 200 
不特定の者が通行 1/3 1/6 1/12 1/12 2/3 100 

5,000 

標準事務費 消耗品費（40千円）、印刷製本費（207 千円） 247 

合計 23,820 
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（２）がけ地近接等危険住宅移転事業（3,000 千円） 
がけ地に近接する危険住宅の除却費及び移転先の住宅の建設又は購入費等に係る借入金に対す

る利子補給に係る費用の一部を助成する。 
［補助率］国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 
［限度額］住宅除却：975 千円/戸 

建物建設費等：4,650 千円/戸 
土地取得費：2,060 千円/戸 
敷地造成費：608 千円/戸 

 

（３）耐震化支援環境整備事業                        （単位：千円） 
区 分 内 容 予算額 

木造住宅耐震化勉強会 
開催事業 

建築物の設計者等に対して耐震化に関する知識を普及
するための講習会の開催経費を補助する。 

400 

木造住宅耐震化考査 県が登録する木造住宅耐震化業者登録のための考査を
実施し、住宅耐震化の支援体制整備を図る。 

550 

低コスト講習会開催事業 県内設計者・施工者に対する低コスト工法の講習会を
開催する。 

335 

耐震化対策地区別勉強会 補強設計・耐震工事に取り組む設計者・施工者を対象
として、小人数の地区別勉強会の開催経費を補助する。 

405 

合計 1,690 

 

（４）応急危険度判定士育成事業                       （単位：千円） 
区 分 内 容 予算額 

応急危険度判定士
養成講習会 

認定希望の建築士を対象とした講習会、既認定判定士の判
定技術維持のための講習会を実施する。 

1,372 

判定実地訓練事業 震災時に円滑な応急危険度判定が行われるよう、解体中の
建物を利用した実施訓練を実施する。 

500 

合計 1,872 

 
（５）津波避難施設整備促進（100 千円） 

東日本大震災における津波による甚大な被害の発生を踏まえ、今後津波による被害が想定され
る地域において津波避難施設を整備する市町村を支援するための基金造成に係る事務を行う。 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
【事業目標】 
＜震災に強いまちづくり促進事業＞ 
令和７年度末耐震化目標値 

 ・住宅耐震化率（耐震住宅数/住宅総数）92.0％（令和２年度末見込 84.9％） 

 ・耐震診断義務付建築物（※）耐震改修完了 23施設（令和３年１月現在 19 施設） 
※病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する大規模建築物（３階以上かつ 5,000 ㎡以上等）で、耐震改

修促進法により耐震診断を義務付けられた建築物。（県内 27施設） 

 ＜応急危険度判定士育成事業＞ 
 令和３年度末判定士登録目標数 1,100 人（令和３年１月現在 1,070 人） 

【取組状況・改善点】 
・令和元年度の住宅耐震化助成の実績は、耐震改修が 39 件で前年度から３件増え、過去最高とな
った。 

・瓦の耐震対策は補助対象を耐震性のある住宅の屋根を軽量化するものに限っていたが、令和３年
度から耐震性がない住宅でも土葺き瓦屋根の改修は対象に加え、耐震改修助成との併用を認め
るよう緩和するとともに、瓦屋根ガイドライン工法の普及により屋根の耐風性能の向上を図る。 

・令和２年度から鳥取県建築士事務所協会の協力を得て、住宅の耐震診断結果に加え、より安価な
耐震改修工法による概算工事費や補助制度の説明を所有者に行うことにより、耐震診断から耐
震改修工事につながるような取組を進めている。 

・住宅耐震化助成を利用しやすくするため、代理受領制度の導入を市町村に働きかけている。 
※代理受領制度は、施工業者が申請者に代わって補助金を受け取ることができる制度で、申請者は工事費全額で

はなく補助金分を差し引いた額だけ施工業者に支払えばよいため、負担が軽減される。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
６款 農林水産業費 
 ３項 農 地 費                              農地・水保全課（内線7323） 
  ４目 農地防災事業費                                       （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新） 

ため池保全管理・防災

対策強化事業 

16,000 0 16,000 16,000     

トータルコスト 23,921千円 （前年度 0千円） ［正職員：1.0人］ 

主 な 業 務 内 容 避難訓練箇所の選定・調整、委託事務等 

工程表の政策目標(指標)－ 
 
事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要         

農業用ため池に関する専門性を有する鳥取県土地改良事業団体連合会（以下、「県土連」）内に「ため池サ

ポートセンター（仮称）」を設置し、ため池の管理者や地域住民等が実施する保全管理・監視体制の確保及び

防災減災対策を支援することで、ため池決壊等による犠牲者ゼロを目指す。 

 

２ 主な事業内容 

 （単位：千円） 

項目 内容 予算額 

ハザードマップ等を活

用した避難訓練に係る

地元調整及び実施 

 「下流影響度が高いもの」「劣化が進行しているもの」「作

成から時間が経過しているもの」を優先的に抽出し、防災意識

向上のための避難訓練を実施する。 

 併せて、防災工事が未実施のため池については劣化状況等の

説明を行い、地域における防災工事（廃止含む）実施への理解

醸成を図り、円滑なハード事業への移行を図る。 

5,000 

ため池管理状況等の点

検確認、地元指導 

ため池の専門家である県土連と地元が一体的に現地確認を

行うことで、的確な状況把握と監視体制の強化を図ることで地

域防災力の向上に資する。 

 併せて、劣化が進行しているため池については必要に応じて

管理者等に現地指導を行い、リスクの拡大を防ぐ。 

10,000 

管理状況の確認結果や

劣化状況等の一元的な

情報整備 

毎年のため池現地確認の結果や新たに実施された防災工事、

劣化状況調査等の結果をため池支援システムにより一元的に

管理を行うことで、体系的な情報の整理と共有化を図る。 

1,000 

 

合計 16,000 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

  ため池決壊等による犠牲者ゼロ 

（２）取組状況・改善点 

平成30年７月豪雨災害によるため池の決壊被害を受け、令和元年度にはため池の適正管理を目的としたた

め池管理保全法（恒久法）が施行され、また、令和２年度にはため池の防災対策を集中的かつ計画的に推進

することを目的としたため池工事特措法（令和12年度まで）が施行され、保全管理から防災対策（ハード及

びソフト）の実施及びそれらの支援体制の確保等についての仕組みが明確にされた。 

本県においては、管理保全法に定める管理者等による適切な保全管理の確保への支援や、特措法で定める

防災重点農業用ため池の再選定、対策の基礎となる諸元の調査やそのデータベース化、ハザードマップの作

成といった対策を進めるほか、ハザードマップ作成地域における防災効果検証等を実施しているが、 

（１）管理者等の高齢化や専門性の欠如に伴う適切な保全管理・監視体制の確保が不十分 

（２）ハード対策を要するため池数が多いが、農家の合意や市町村財政等を勘案しながらの実施となるた

め長期間を要する 

（３）ハード対策が間に合わないため池を中心にハザードマップ作成及び意識向上のための避難訓練等の

継続的な実施が必要 

（４）適切な保全管理・監視を支援する県及び市町の専門職員数に対して対象となるため池数が多く支援

が行き届かない 

といった問題が表面化している。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
６款 農林水産業費 
 ３項 農 地 費                               農地・水保全課（内線7325） 
  ４目 農地防災事業費                                       （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

ため池安全総合対策 

強化事業 

 

76,000 

 

183,914 

 

△107,914 

 

36,000 

<10,500> 

35,000 

(基金繰入金) 

3,000 

 

2,000 

県費負担 

12,500 

トータルコスト 120,358千円（前年度 227,986千円） [正職員：5.6人] 

主 な 業 務 内 容 現地調整、補助金事務、事業実施に係る技術指導 

工程表の政策目標(指標) 
使われなくなったため池の廃止や不具合箇所の整備、ハザードマップ作成等の防災・減災
対策を行う。 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要         

近年の豪雨、台風によるため池に係る災害の増加に対し、地域住民の安全・安心を確保するため、各種事業を

実施し、被害を未然に防止するよう対策を講じる。  

２ 主な事業内容 

  （１）地域で取り組むため池管理推進事業(3,000千円) 

    近年多発する大型台風等により、ため池の決壊、それに起因する人的被害の懸念に対し、管理者である農

家・地域住民による適切な保全管理体制の構築や避難体制の確保について緊急的に整備することで、地域で

取り組み可能なため池の管理体制を構築し、安全の確保及び住民全体の意識向上を図る。   

細事業名 内容 予算額 

低水位管理実証事業 低水位管理による営農リスクを除去するため、営農期別の水利用や雨量データ等の関

係を踏まえた上での検証・解析を進め、具体的な手法をため池タイプ別に検討する。 

3,000 

 

 （２）ため池防災減災対策推進事業(38,000千円） 

    農村地域の防災力向上を図るため、ため池のハザードマップの作成、使われなくなったため池の廃止や浚

渫等の保全対策、工事負担金の軽減などハード・ソフト両面から、ため池の防災・減災対策を総合的に実施

する。 

区分 実施主体 財源 補助率 事業内容 箇所数 予算額 

ため池ハザード

マップ作成 
市町 国庫 定額補助 

ため池が決壊した場合の浸水被害想定図を基に、関

係住民によるワークショップを実施し、初動体制や

避難ルートの検討等を行う場合に経費を支援する。 

22箇所 16,000 

旧農業用ため池

廃止 

市町 国庫 定額補助 不要なため池の中で、決壊した場合に人家・人命等

に影響があるものを対象に、貯水機能を廃止する。 

3箇所 20,000 

市町、 

集落、 

土地改良

区 

単県 

市町負担

と同額以

内 

  -箇所 － 

ため池付帯施設

整備 

ため池の管理上支障となる付帯施設の軽微な補修、

改良を行う。 
  1箇所 1,000 

ため池浚渫 
日本型直接支払等による維持管理体制の強化を前

提に、堆積土の除去を行う。 
  1箇所 1,000 

合  計 38,000 

  （３）流木対策緊急整備事業（ため池）(35,000千円)  

    平成29年７月の九州北部豪雨や近年の県内における集中豪雨による流木被害を踏まえて、流木の堆積や水

路閉塞等に伴い被害が拡大するおそれのある危険箇所（トラブルスポット）を対象に、特に危険度が高く、

かつ、ため池内で対応可能な箇所について、地元合意及び関係機関との調整を図った上での緊急的な流木対

策工事を実施する。 

   ・流木対策実施に向けた地元・関係機関との実施方針協議及び実施設計 ３カ所（5,000千円） 

   ・緊急対策工事の実施 ３カ所（30,000千円） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

  （１）事業目標 

集中豪雨や台風に伴うため池の浸水被害から、地域住民の生命及び財産を保護するため、ハード及びソフ

ト対策の両面での防災対策充実を図りながら、地域防災力向上のための総合的な防災・減災対策を講じる。 

  （２）取組状況・改善点 

    住民参加によるハザードマップ作成や避難訓練、被害を未然に防止するための低水位管理検証、未使用で

管理されていないため池の廃止、流木による危険箇所選定等の対策を随時進めており、引き続き、災害に備

えた各種取組を推進していく。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。 
   備考欄の県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
６款 農林水産業費 
 ３項 農 地 費                               農地・水保全課（内線7325） 
  ４目 農地防災事業費                                       （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

ため池安全総合対策 

強化事業 

 

76,000 

 

183,914 

 

△107,914 

 

36,000 

<10,500> 

35,000 

(基金繰入金) 

3,000 

 

2,000 

県費負担 

12,500 

トータルコスト 120,358千円（前年度 227,986千円） [正職員：5.6人] 

主 な 業 務 内 容 現地調整、補助金事務、事業実施に係る技術指導 

工程表の政策目標(指標) 
使われなくなったため池の廃止や不具合箇所の整備、ハザードマップ作成等の防災・減災
対策を行う。 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要         

近年の豪雨、台風によるため池に係る災害の増加に対し、地域住民の安全・安心を確保するため、各種事業を

実施し、被害を未然に防止するよう対策を講じる。  

２ 主な事業内容 

  （１）地域で取り組むため池管理推進事業(3,000千円) 

    近年多発する大型台風等により、ため池の決壊、それに起因する人的被害の懸念に対し、管理者である農

家・地域住民による適切な保全管理体制の構築や避難体制の確保について緊急的に整備することで、地域で

取り組み可能なため池の管理体制を構築し、安全の確保及び住民全体の意識向上を図る。   

細事業名 内容 予算額 

低水位管理実証事業 低水位管理による営農リスクを除去するため、営農期別の水利用や雨量データ等の関

係を踏まえた上での検証・解析を進め、具体的な手法をため池タイプ別に検討する。 

3,000 

 

 （２）ため池防災減災対策推進事業(38,000千円） 

    農村地域の防災力向上を図るため、ため池のハザードマップの作成、使われなくなったため池の廃止や浚

渫等の保全対策、工事負担金の軽減などハード・ソフト両面から、ため池の防災・減災対策を総合的に実施

する。 

区分 実施主体 財源 補助率 事業内容 箇所数 予算額 

ため池ハザード

マップ作成 
市町 国庫 定額補助 

ため池が決壊した場合の浸水被害想定図を基に、関

係住民によるワークショップを実施し、初動体制や

避難ルートの検討等を行う場合に経費を支援する。 

22箇所 16,000 

旧農業用ため池

廃止 

市町 国庫 定額補助 不要なため池の中で、決壊した場合に人家・人命等

に影響があるものを対象に、貯水機能を廃止する。 

3箇所 20,000 

市町、 

集落、 

土地改良

区 

単県 

市町負担

と同額以

内 

  -箇所 － 

ため池付帯施設

整備 

ため池の管理上支障となる付帯施設の軽微な補修、

改良を行う。 
  1箇所 1,000 

ため池浚渫 
日本型直接支払等による維持管理体制の強化を前

提に、堆積土の除去を行う。 
  1箇所 1,000 

合  計 38,000 

  （３）流木対策緊急整備事業（ため池）(35,000千円)  

    平成29年７月の九州北部豪雨や近年の県内における集中豪雨による流木被害を踏まえて、流木の堆積や水

路閉塞等に伴い被害が拡大するおそれのある危険箇所（トラブルスポット）を対象に、特に危険度が高く、

かつ、ため池内で対応可能な箇所について、地元合意及び関係機関との調整を図った上での緊急的な流木対

策工事を実施する。 

   ・流木対策実施に向けた地元・関係機関との実施方針協議及び実施設計 ３カ所（5,000千円） 

   ・緊急対策工事の実施 ３カ所（30,000千円） 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

  （１）事業目標 

集中豪雨や台風に伴うため池の浸水被害から、地域住民の生命及び財産を保護するため、ハード及びソフ

ト対策の両面での防災対策充実を図りながら、地域防災力向上のための総合的な防災・減災対策を講じる。 

  （２）取組状況・改善点 

    住民参加によるハザードマップ作成や避難訓練、被害を未然に防止するための低水位管理検証、未使用で

管理されていないため池の廃止、流木による危険箇所選定等の対策を随時進めており、引き続き、災害に備

えた各種取組を推進していく。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。 
   備考欄の県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                        治山砂防課（内線７８２１） 
  ３目 砂防費                                     （単位：千円） 

事 業 名 本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

流木対策事業 
[単県公共事業] 

41,000 200,000 △159,000  
<12,300> 
41,000 

  
県費負担 
12,300 

トータルコスト  62,387千円（前年度240,924千円）[正職員：2.7人] 

主な業務内容 設計積算・入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策目標(指標) － 
事業内容の説明 
 

１ 事業の目的・概要 

平成29年7月の九州北部豪雨における流木の流出による家屋等への被害の発生や、平成29年10月の

台風21号における鳥取市河原町での山腹崩壊による流木を伴う土石流（砂防堰堤が流木を捕捉）の

発生などを踏まえ、平成29年10月から部局横断的なワーキンググループを設置し、流木対策の検討

を行っている。 

流木の堆積や河道閉塞に伴い洪水氾濫被害等が拡大する恐れのある危険箇所(トラブルスポット)

を河川、砂防渓流、ため池の3つに区分して抽出し、その中でも優先的に対策が必要な箇所について

具体的に整備方針案を整理し、治山砂防エリアにおける対策を進める。 

 

２ 主な事業内容 

 河川のトラブルスポットを解消するために、流域内の森林、砂防渓流、ダム・ため池それぞれの

効果を効率的・効果的に組み合わせた「流域一体となった総合的な流木対策計画」を策定し、水害

や土砂災害対策と併せて、ハード・ソフトの流木対策を計画的に推進することにより、流域全体の

治水安全度を向上させるとともに、流域住民の早期避難につなげていく。 

令和3年度は、過年度の総合的な流木対策検討において抽出した渓流エリア（治山砂防）のトラ 

ブルスポット（要対策箇所）19箇所について、年次計画的に流木対策設備の整備を進める。 

 

渓流エリア（治山砂防）における実施設計及び本工事着手（C=41,000千円） 

・測量及び詳細設計 1箇所 

・本工事 2箇所 

 

３ 事業目標、取組状況、改善点 

 ・流木対策設備を整備することにより、流木災害から住民の生命・財産を守る。 

・ワーキンググループ（森林、ため池、治山砂防、河川）を設置・開催（平成29～30年度） 

・砂防トラブルスポット（要対策箇所）19箇所を抽出（平成30年度） 

・流木捕捉工の整備に着手（令和元年度～）R1：2箇所完了、R2：8箇所完了 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（注）起債欄の＜ ＞書きは交付税措置額を除いた額である。 
    県費負担額は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 

【整備状況（R1 完成 伯耆町 二部大谷川）】 【流木捕捉状況（H29 鳥取市河原町北村）】 

流木捕捉工 
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令和３年度一般会計当初予算説明資料 
６款 農林水産業費 
 ３項 農 地 費                              農地・水保全課（内線7323） 
  １目 農地総務費                                         （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新） 

地域のみんなで取り

組む流域治水（農林） 

5,970 0 5,970 2,935   3,035  

トータルコスト 10,723千円 （前年度 0千円） ［正職員：0.6人］ 

主 な 業 務 内 容 委託事務、研修会の実施等 

工程表の政策目標(指標)－ 
 
事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要         

「流域治水」は、流域内のあらゆる地域資源を活用し、流域に関わる全ての関係者が主体的に治水対策を

実施することで、浸透貯留効果（氾濫までにどの程度時間を稼ぐことができるか）を発揮するものであり、

農業の持つ多面的機能に大きな期待がかかっている。 

  そこで、流域内の関係者である住民や農家の具体的な取り組みを支援するため、流域内に存在する農地や

農業用施設といった資源の活用策を検討し、併せて農業の持つ多面的機能への理解の醸成を図ることで、流

域一体となった取り組みを加速化させることを目的とする。 

 

２ 主な事業内容 

 （単位：千円） 

内容 予算額 

（１）農地及び農業用施設の効果的・現実的な運用を検討するための基礎調査 

（例） 

・現状農地の落水口の形状（素掘り式、コンクリート桝式）の調査 

・ため池の斜樋や底樋といった取水施設（水位調整施設）の有無の調査 

5,870 

（模型作成

は県土整備

部で措置） 

（２）田んぼの深水管理、ため池の効果的な運用に関する検討 

（例） 

・落水口の形状毎に最適な堰板の設置形式を選定（経済性や利便性） 

・斜樋放流口の高さから、降雨前に何番目の放流口まで開けるべきかを検討（降雨貯留

効果、営農継続性） 

（３）農業の持つ多面的機能を向上・有効活用することで、降雨の貯留効果や洪水氾濫の

開始を遅らせる効果が発揮され、下流域でどのような変化が起こるかを視覚的に体験

してもらうための模型作成 

（例） 

・田んぼの落水口堰板の設置・未設置を変化させることでどの程度貯水量が向上するの

か 

・降雨開始時のため池の水位を調整することで越流までにどのくらい時間が稼げるのか 

 ⇒ これらの対策により下流域に洪水が発生するまでの時間や水深にどのような変化

が生じるのかを表現 

（４）多面的機能への理解を醸成するための研修会等の実施（他部局と連携） 100 

合計 5,970 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

（１）事業目標 

  流域治水に係る住民理解を醸成し、関係者による取り組みに繋がる支援を行う。 

（２）取組状況・改善点 

令和元年度の水防対策検討会において大規模な河川整備に関する中長期的課題として、流域治水について

検討が必要と提言がなされ、令和新時代創造ＰＴ（防災ＰＴ）において、河川課を中心に「みんなで進める

流域治水」をテーマとし、流域治水対策の検討が始まったところである。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                           河川課（内線７３８６） 
  １目 河川総務費                                     （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 

財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 
その

他 
一般財源 

（新）地域のみんなで取
り組む流域治水 

5,120 0 5,120 2,500 
 

 
 2,620  

トータルコスト  9,081千円（前年度 0千円） [正職員：0.5人] 

主な業務内容  協議会運営、防災学習、地区説明会、浸水深表示板設置 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

気候変動による水害リスクの増大に備え、流域内のあらゆる関係者が協働して取り組む「流域
治水」について、現在進めているハード・ソフト対策の取組をさらに深化させるため、令和３年
度は、大路川流域をモデルとした取組を県関係部局、鳥取市及び地域住民と連携して検討・実施
する。 

  
≪取組事例（住民主体）≫ 

  ①流域貯留：圃場、ため池、住宅等の貯留機能向上（田んぼダム、貯留ます等） 等 
  ②避難行動：浸水深表示板の設置、避難スイッチの浸透 等 
 
２ 主な事業内容 
 （１）流域治水協議会（仮称）の設置・運営（120千円） 
  ・住民・行政・有識者で構成する協議会を設置し、取組の方向性や具体の内容について検討する。 
 （２）防災教育及び説明会の開催（3,000千円） 

・小学校、自治会、農業者等を対象に流域治水に係る防災学習や説明会を開催する。 
・防災教育等に必要な教材（模型）を作成する。（農林水産部と連携） 

 （３）浸水深表示板の設置（2,000千円） 
・洪水浸水リスクの周知を図るため、住民と協働で浸水深表示板を流域内の小学校や公民館に設
置する。（モデル地区は２地区を予定。） 

  
（参考：他部局で実施する関連事業） 
 （１）【流域治水対策】積極的避難推進事業（1,324千円）：危機管理局 危機管理政策課 
  ・住民が避難する目安（＝避難スイッチ）を決める取組をモデル的（東部地区は大路川流域で選

定）に実施し、その内容を波及展開し、広く県民の避難に関する意識醸成を目指す。 
（２）地域のみんなで取り組む流域治水（農林）（5,970千円）：農林水産部 農地・水保全課 
 ・令和３年度は、大路川流域内の農地及び農業用施設に係る基礎的な調査や活用策の検討及び理

解醸成のための研修を実施する。 
 
３ 事業目標、取組状況、改善点 

・流域全体で雨水をできる限り貯留し、 
洪水氾濫を遅らせ、避難の時間を稼ぐ 
こと及び、住民の防災意識を醸成し、 
確実な避難行動を促すことを目標とする。 

・鳥取県では、平成２９年に設置した 
「県管理河川の減災対策協議会」にお 
いて、様々なハード・ソフト対策を進 
めてきている。 

・令和元年には「水防対策検討会」及び 
「防災避難対策検討会」を設置し、堤 
防強化対策やバックウォーター対策等 
を進めている。 

・さらに、「流域治水」への転換を図り、 
これまでの河川管理者等の取組に加え、 
あらゆる関係者の取組をまとめる「流 
域治水プロジェクト」の策定作業を行 
っているところである。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 

 
８款 土木費 
 １項 土木管理費                        技術企画課（内線７４０７） 
  １目 土木総務費                                     （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県版河川・道路
ボランティア促進事
業 

債務負担行為 
10,800  
77,603 

77,603 0    

債務負担行為 
10,800  
77,603 

 

トータルコスト 88,692千円（前年度 88,621千円）[正職員：1.4人] 

主な業務内容 
河川、道路等の維持管理におけるボランティア活動が地域活力の向上につな

がるように支援する。 

工程表の政策目標(指標) ボランティア活動の拡大、地域づくり活動の支援 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 

ボランティア団体の自主的な環境美化活動及びアダプト協定による土木インフラの維持管理活動や地
域づくり活動の支援を行うことで、地域環境の改善及び地域の活性化を目的とする。 

 
２ 主な事業内容 

○参画型ボランティア促進事業（4,532千円） 
県管理の公共土木施設（道路・公園・河川・海岸・港）の環境美化活動を行うボランティア団体の活

動支援を行い環境美化を促進する。  
 ［奨励金］100円／人・時間、上限10万円／団体 

○協働型ボランティア促進事業（54,340千円） 
一定規模以上で、定期的に除草・植栽管理を行っていただけるボランティア団体と協定書を交わし、

維持管理を委ねる「アダプト制度」を構築し、“協働型まちづくり”を推進する。  
 ［活動交付金］維持管理面積当たり40円／㎡、上限40万円／団体、 

除雪：交付金20円／m、上限20万円／団体 

○スーパーボランティア促進事業（18,231千円） 
 公共空間を利活用した地域づくりや賑わい創出を目的とした維持管理活動を行うスーパーボランテ
ィアに対し、必要な支援を行う。 
 ［活動交付金］維持管理面積当たり40円／㎡、上限60万円／団体 
 ［簡易施設設置補助、伐開除根］上限50万円／団体（階段・ベンチ等の利便施設設置の原材料費、伐

開除根に必要機械使用料等） 
  [環境整備費]  スーパーボランティア活動を行おうとする団体が、公共空間の活用のために支障と

なるもので、雑木の伐採や河川の浚渫など団体が自ら施工することが困難なものにつ
いては、県が施工を行い、活動に取り組みやすい環境を整える。 

○その他事務費等（500千円） 
 

３ 債務負担行為限度額 10,800千円（令和４年度～令和５年度） 

スーパーボランティア促進事業については、団体が計画的に活動しやすいよう３箇年の事業計画を立て
協定を締結する。 

 
４ 事業目標・取組状況・改善点 

将来的な少子高齢化の進展に伴う活動水準の低下等が懸念
されることから、将来にわたって持続可能な活動となるようボ
ランティア団体の意見を伺いながらきめ細やかに取り組みを
拡充していくことを目標とする。 
平成１５年度から、各所属が行っていたボランティア支援制

度を統合し、「土木施設愛護ボランティア」として支援を実施
し、平成２０年度にはアダプト（一定規模以上の範囲を委託）
制度を用いた協働型ボランティア促進事業を導入し、県と団体
の協働によるまちづくりを推進している。 
また、平成２２年度からスーパーボランティア促進事業を新設し、土木施設の維持管理に加え、その土

木施設（公共空間）を利活用した地域づくりや賑わい創出を目的とした事業を実施する団体への支援を導
入した。                             
今後も、引き続き、活動内容のＰＲを継続的に行うことや地域づくり事業やボランティア支援事業を実

施している他課や市町村等と連携し、土木施設愛護ボランティア団体の増加による地域の活性化を図る。 
 

【登録団体数の推移】 

 H29 H30 R1 

参画型 476 481 479 

協働型 229 242 255 

スーパー 24 24 23 

合計 729 747 757 
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８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                          河川課（内線７３８６） 
  ５目 水防費                                      （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

水防対策費 9,391 73,157 △63,766    9,391  

トータルコスト  17,312千円（前年度81,027千円） [正職員：1.0人] 

主な業務内容  水防訓練の実施、水防資機材の購入等 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

  近年、平成３０年７月豪雨や令和元年台風１９号等計画規模を超過する降雨により各地で水害が

頻発している。これらの水害から人命・財産を守るために、河川整備等のハード対策に加えて水防

体制・避難体制整備等のソフト対策を実施する。 

  

２ 主な事業内容 

 （単位：千円）  

細事業 本年度 事業内容 

鳥取県水防訓練及

び水防講習会 

6,689 出水期に備え、各水防機関の士気高揚、水防技術の向上、水防体

制の強化を図り、出水に備える。（令和３年５月実施予定） 

水防資機材の補充 300 洪水時の浸水被害の発生に備え、水防倉庫に備蓄されている水防

資機材の補充を行う。 

水防功労者表彰 30 水防功労者表彰に係る経費。 

排水ポンプ車等管

理運営費 

2,372 洪水時の浸水被害を軽減させるための排水ポンプ車の点検・修繕

等を実施する。 

合計 9,391  

 

３ 事業目標、これまでの取組状況、改善点 

＜水防訓練及び水防講習会＞ 

・ 水害から人命・財産を守るため、毎年度、水防関係機関による水防訓練や水防講習会等を実施

し、水防体制に万全を期すとともに、県民の防災意識の醸成を図っている。 

・ 令和３年度も、地区単位の水防訓練を実施し、水防関係機関の一層の連携強化を図る。 

 ＜排水ポンプ車＞ 

・ 令和２年までに、県内で排水ポンプ車３台（東部２台、西部１台）配備している。 

・ 洪水時に適切に出動・稼働できるよう排水ポンプ車の適切な維持管理を行う。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                           河川課（内線７３８６） 
  １目 河川総務費                                     （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 

財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 
その

他 
一般財源 

樹木伐採・河道掘削等緊
急対策事業 

555,070 991,600 △436,530  
<166,500> 

555,000 
 70 

県費負担 

166,570 

トータルコスト  557,446千円（前年度993,961千円） [正職員：0.3人] 

主な業務内容  設計積算、入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

河川内の樹木繁茂・土砂堆積による洪水氾濫を防止するため、令和２年度に実施した巡視点検

を踏まえ再整理した要対策箇所の樹木伐採・河道掘削を、令和２年度に創設された「緊急浚渫推

進事業債」等を活用し実施する。 
   
２ 主な事業内容 

・樹木伐採：大井手川放水路（鳥取市南安長）等 ８２箇所 

・河道掘削：北田川（倉吉市福庭町）等     １８箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜大井手川放水路（鳥取市南安長）＞       ＜北田川（倉吉市福庭町＞ 

 

３ 事業目標、取組状況、改善点 

・ 要対策箇所「２６４箇所」について、バックウォーター区間や重要水防区間を優先しながら

令和６年度までの解消を目指し取り組んでいく。 

・ 県管理河川の樹木伐採・河道掘削については、平成３０年度に実施した緊急点検結果を基に

国の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（H30～R2）」や「県単独事業（緊急

自然災害防止対策事業債（R1～）、緊急浚渫推進事業債（R2～））を活用し、重点的に実施し

てきている。 

・ 令和３年度以降も「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく交付金等

も活用し、引き続き計画的に対策を実施していく。 

（令和２年度１月臨時補正：698百万円（５か年加速化対策分）） 
 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。 
   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 

 
８款 土木費 
 ３項 河川海岸費                          河川課（内線７３７９） 
  ２目 河川改良費                                     （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

防災・安全交付金 
（河川改修） 
[一般公共事業] 

1,401,620 1,744,820 △343,200 700,810 
<490,000> 

630,000 
 70,810 

県費負担 

560,810 

トータルコスト   1,564,793千円（前年度1,906,942千円） [正職員：20.6人] 

主な業務内容 設計積算、入札・契約の締結、現場監督、国との連絡調整 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

近年の集中豪雨により全国の中小河川では浸水被害が多発しており、本県においても平成16年

9・10月台風、平成25年8･9月豪雨、平成30年台風24号等により浸水被害等が発生した。 

これら被害の軽減に向け、河川の断面拡幅・築堤などの改修を実施し治水安全度の向上を図る

とともに、既存河川管理施設の長寿命化より、維持管理費の縮減を図っていく。 

 

２ 主な事業内容 

（１）河川改修事業 １５箇所 Ｃ＝１，１２８，６２０千円 

事業実施箇所：大路川、八東川、由良川、小松谷川ほか１１河川 

（２）特定構造物改築事業 ４箇所 Ｃ＝２７３，０００千円                 

事業実施箇所：西大路排水機場ほか３施設 

 

３ 事業目標、これまでの取組状況、改善点 

（１）河川改修事業 

改修が必要な河川において、河川整備計画に基づく計画的な整備を進めることにより、治水安

全度の向上を目標としている。 

なお、整備においては事業効果の早期発現のため、近年の浸水実績や被害規模により優先度を

設定し、暫定的整備を進めるなど、効果的・効率的な事業展開に取り組んでいる。 

（２）特定構造物改築事業  

  排水機場、水門等の河川管理施設の老朽化に伴う更新費用の増大に対して、施設の長寿命化を

計画的に行うことにより、維持管理費の縮減を図る。 

河川管理施設長寿命化計画を策定し、計画的な施設の更新を行っている。 

 
（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置を除いた額である。 
   備考欄の県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算したものである。 
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８款 土木費          
３項 河川海岸費                        治山砂防課（内線７８１９） 

  １目 河川総務費                             （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

土砂災害防災意識啓発
事業 

1,859 2,741 △882    1,859  

トータルコスト 5,820千円（前年度6,676千円）［正職員：0.5人］ 

主な業務内容 県民の防災意識啓発、防災教育等、裏山の点検・診断 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的・概要 

平成30年7月西日本豪雨・令和元年東日本台風・令和2年7月豪雨など、近年、全国各地で多数の土

砂災害が発生している。 

令和元年6月から警戒避難レベルの運用が開始されるなど、警戒避難体制の充実や防災意識の向上

及び啓発が今まで以上に重要視されている。 

県民の安全・安心を確保するため、ハード事業と併せて、継続的に意識啓発・情報発信等のソフ

ト事業を推進する。 
  
２ 主な事業内容 

（１）土砂災害に対する意識啓発（1,650千円） 

   土砂災害から身を守るために防災気象情報の入手や早期避難等の県民自らの防災行動を促す

ため、土砂災害・水害防止啓発用テレビＣＭにより防災意識啓発を図る。 

（２）防災教育・出前講座の推進（34千円） 

   学校・住民等を対象とした防災学習・出前講座や地区防災計画の策定支援を実施し、自分の

身を守り（自助）、共に助け合う（共助）意識を啓発していくことにより、地域の防災力向上を

図る。 

（３）防災を目指す出前裏山診断（175 千円） 

   土砂災害の専門家等を派遣し、住民とともに集落の裏山などの危険箇所を踏査・点検し、座

談会形式でアドバイス等を行う。 

 

３ 事業目標、取組状況、改善点 

土砂災害に関する防災情報を複合的に提供し、県民の防災意識の向上を図る必要がある。 

指定済の土砂災害特別警戒区域等（イエロー及びレッド区域）について、住民の認知度向上が継

続的な課題である。 

ＮＨＫ地上デジタル放送による「土砂災害危険度情報」の提供など、土砂災害に対する情報提供

を進めるとともに、情報の入手や活用等について防災教育等を通じて普及を行っている。 

ドローン等を活用した防災教育や出前裏山診断等を行い、住民自ら危険箇所の状況を改めて確認

していただく等、土砂災害に対する意識啓発を図っている。 

 

（出前裏山診断） （防災教育） （土砂災害防止啓発ＣＭ） 
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令和３年度 一般会計当初予算説明資料 
 
６款 農林水産業費 ４項 林業費 ７目 治山費 
８款 土木費 ３項 河川海岸費 ３目 砂防費 
                                 治山砂防課（内線７８２１） 

                                        （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

治山事業（県土） 

［一般公共事業］ 
530,000 480,670 49,330 271,250 

<172,520> 

231,000 
 27,750 

県費負担 
851,952 

農山漁地域整備交付

金（治山） 

［一般公共事業］ 

368,000 417,238 △49,238 189,250 
<124,500> 

160,000 
 18,750 

防災・安全交付金（通常

砂防事業） 

［一般公共事業］ 

802,471 941,471 △139,000 401,235 
<180,000> 

360,000 
 41,236 

防災・安全交付金（急傾

斜地崩壊対策事業） 

［一般公共事業］ 

1,110,850 1,014,650 96,200 521,692 
<234,500> 

469,000 

(負担金) 

67,462 
52,696 

トータルコスト 3,154,651千円(前年度3,195,064千円)[正職員:42.2人 会計年度任用職員:3.2人］ 

主な業務内容 設計積算・入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策目標 
(指標) 

山地災害危険地区3,954箇所の整備率向上 
（令和2年度末 整備箇所数：1,424箇所 整備率：36.0%） 
土砂災害危険箇所3,072箇所の整備率向上 
（令和2年度末 整備箇所数：835箇所 整備率：27.2%） 

事業内容の説明 
１ 事業の目的・概要 
 平成30年7月に智頭町を中心に大きな被害をもたらした豪雨など、近年、県内で発生している災害
では、山地崩壊や法面崩落のほか、土石流とともに多量の流木による被害も発生しており、このよ
うな災害は県内各所において毎年のように起きている。これらの災害を減らし、また、県民の生命
及び財産を保護し、安心・安全で住みよい地域づくりを行うため、緊急度や優先度を考慮しながら
土砂災害対策施設である治山・砂防及び急傾斜施設の重点的整備を進める。 

２ 主な事業内容 
（１） 治山事業 530,000千円（対策箇所14箇所[新規2箇所、継続12箇所]） 

平成30年7月豪雨をはじめとする近年の災害により荒廃した森林において、谷止工や山腹工 
の整備を行う。 

（２）農山漁村地域整備交付金(治山) 368,000千円（対策箇所15箇所[新規8箇所、継続7箇所]） 
 平成30年7月豪雨をはじめとする近年の災害により荒廃の進んだ森林において、谷止工や山腹
工の整備を行う。 

（３） 通常砂防事業 802,471千円（対策箇所64箇所[新規11箇所、継続53箇所]） 
    流木捕捉機能の無い砂防施設等で下流の氾濫域に多くの家屋や重要施設（要配慮者利用施設や

防災拠点等）を抱える渓流において、土砂及び流木の捕捉効果の高い透過型砂防堰等の整備を行
う。 

（４） 急傾斜地崩壊対策事業 1,110,850千円（対策箇所48箇所[継続48箇所]） 
急傾斜地崩壊防止施設により、急傾斜地の崩壊による土砂災害から県民の生命及び財産を保護 

するため、擁壁工等の整備を行う。 
３ 事業目的、取組状況、改善点 
（１）治山事業 

治山施設を整備することにより、山地災害等により荒廃の進んだ森林の早期復旧及び森林の維 
持造成を図る。 

（２）砂防事業 
砂防堰堤等の砂防設備を整備することにより、土砂災害から下流部に存在する人家、耕地、公 

共施設等を守る。 
平成21年7月に山口県防府市の要配慮者利用施設の土砂災害を受け、平成21年度から要配慮者利

用施設を優先し、砂防堰堤等による土石流対策や流木流出防止対策等を推進している。 

区分 
対象数 

（H21時点） 

対策状況 

H21末時点 R2末時点 

要配慮者利用施設 (24時間及び通い含む) 153 22（14.4％） 63（41.2％） 

土砂災害危険箇所（保全人家５戸以上） 3,072 686（22.3％） 831（27.1％） 

   ※要配慮者利用施設（24時間利用施設：要対策22箇所）については全て事業着手済み。（R2年度末までに19箇所整備済み、残りの3箇所も事業実施中） 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。 
   県費負担は起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 
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６款 農林水産業費 
 ４項 林業費                          治山砂防課（内線７６９５） 

７目 治山費                                      （単位：千円） 

事 業 名
 

本年度
 

前年度
 

比較 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）大呂地区地す
べり対策事業費 
［単県公共事業］ 

69,500 0 69,500  
<11,400> 
38,000 

 31,500 
県費負担 
42,900 

トータルコスト 71,084千円［正職員：0.2人］ 

主な業務内容 設計積算・入札・契約の締結、現場監督 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 
 
１ 事業の目的・概要 

ゆるやかな活動が続いている大呂地すべりは、令和元年11月に設置した「大呂地すべり検討会」
での議論を踏まえながら対策を検討しているが、対策を終えるまでの間は継続して地すべり活動を
監視するとともに、想定される規模の地すべり災害の発生に備える必要があることから、対策は長
期となることが想定される。 
このため、当面の発生が想定される地すべり災害の発生に備えて、河川の排水機能の確保及び県

道の通行を確保するための応急対策を実施する。 
 

２ 主な事業内容 
・地すべり観測  9,500千円 
・応急対策   58,000千円（河川内の仮排水管増設及び土砂撤去、県道の迂回路設置） 
・立木等補償   2,000千円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 事業目標、取組状況、改善点 
 ・地すべり活動の監視及び地すべり災害発生時の河川、県道の機能維持を図り住民の生活の安全を

確保する。 
・平成31年2月以降、地すべり区域の下部に顕著な活動が認められており、継続的に地すべりによる

変動を観測し、異常時の対応に備えて監視体制を整備した。 
・平成31年4月10日に地すべり区域の下部で小崩壊が発生したことから、直下の北股川の閉塞に備え

て仮排水管を設置（令和元年9月完成）するとともに、県道の通行規制を想定し、林道迂回路の整
備（令和元年11月完成）を行った。 

・令和2年4月12日の大雨により、それまでの小崩落で地すべり区域の下方斜面に堆積していた崩落
土が北股川及び県道に流入し、県道が一時通行止めとなったため、林野庁事業（災害関連緊急地
すべり防止事業）による崩落土の土留対策に令和2年5月から着手した。 

（注）起債欄の上段＜ ＞書きは、交付税措置額を除いた金額である。 
県費負担は、起債欄の＜ ＞書きの金額と一般財源の金額を加算した額である。 

北股川

主要地方道
津山智頭八東線

虫井神社

崩落があった区域

R3仮排水管設置L=100ｍ

R1仮排水管設置L=81ｍ

R3迂回路L=190m

R3流出土砂撤去V=500m3

R2土留工設置L=102ｍ

地すべり区域

R3地すべり観測

R2 年 4 月の土砂流出状況 
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